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1. 一般情報 

(1) 人口・地理 ＜2024 年 5 月 2 日更新＞ 

ア 外務省「リベリア基礎データ」（2024 年 2 月 6 日） 

1 面積 111,370 平方キロメートル（日本の約 3 分の 1） 

2 人口 530 万人（2022 年：世銀） 

3 首都 モンロビア（Monrovia） 

4 民族 クペレ族、バサ族、グレボ族等 

5 言語 英語（公用語）、その他各部族語 

6 宗教 キリスト教 85％、イスラム教 12％、その他 

 

イ CIA「ワールドファクトブック‐リベリア」（2024 年 5 月 2 日閲覧） 

Ethnic groups 

Kpelle 20.2%, Bassa 13.6%, Grebo 9.9%, Gio 7.9%, Mano 7.2%, Kru 5.5%, Lorma 4.8%, 

Krahn 4.5%, Kissi, 4.3%, Mandingo 4.2%, Vai 3.8%, Gola 3.8%, Gbandi 2.9%, Mende 

1.7%, Sapo 1%, Belle 0.7%, Dey 0.3%, other Liberian ethnic group 0.4%, other African 

3%, non-African 0.2% (2022 est.) 

 

 

(2) 内政 ＜2024 年 5 月 2 日更新＞ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/liberia/data.html
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/liberia/summaries
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ア 外務省「リベリア基礎データ」（2022 年 7 月 28 日） 

1989 年以降断続的に内戦が続き、2003 年 4 月頃から政府と反政府勢力（リベリ

ア和解・民主連合及びリベリア民主運動）との間で戦闘が激化し、人道被害が深刻

化。同年 8 月 1 日、国連は多国籍軍の設立容認とそれに続く国連安定化軍の派遣

準備の表明等を内容とする安保理決議 1497 号を採択した。同決議に基づき、西ア

フリカ諸国経済共同体（ECOWAS）リベリア・ミッション（ECOMIL）が展開し、

治安状況は改善。同月 18 日、政府と反政府勢力間で包括和平合意が署名され、移

行政府支援や合意履行支援のために国連による軍隊派遣が要請された。 

同年 9 月 19 日、安保理は全会一致で決議 1509 号を採択し、国連リベリア・ミ

ッション（UNMIL）の設立を決定した。 

2005 年 10 月及び 11 月の選挙を経て、2006 年 1 月にサーリーフ女史がアフリカ

初の民選女性大統領に就任。同政権の下、「暫定貧困削減戦略（2006～2008 年）」

及び「貧困削減戦略（2008～2011 年）」等が策定され、貧困削減、インフラ整備、

治安の強化、ガバナンス強化等を柱とした復興への取組が進められた。 

2011 年には、内戦終結後初めてリベリア選挙管理委員会が実施する総選挙が平

和裡に実施され、サーリーフ大統領が再選。同大統領は、リベリアの平和構築、社

会・経済開発の促進、女性の地位向上への貢献が認められ、2011 年にノーベル平

和賞を受賞（リベリア人平和運動家のレイマ・ボウィ女史、イエメン人活動家のタ

クワル・カルマン氏との共同受賞）。 

2012 年 12 月、同政権は 2030 年までに中所得国入りすることを目指した長期開

発計画「Liberia for Rising: Vision 2030」及び 5 ヶ年計画「Agenda for Transformation」

（2012～2017 年）を策定した。 

2014 年 6 月以降、隣国ギニアからエボラ出血熱の流行が拡大し、リベリアも甚

大な社会的・経済的被害を受けた。2015 年 4 月、リベリア政府はエボラ出血熱か

らの復興策に関する「経済安定化及び復興計画（Economic Stabilization and Recovery 

Plan: ESRP）」を発表。同計画は、上記長期計画及び 5 カ年計画における目標を達

成すべく、経済を再度成長軌道に乗せることを目指すものであり、「復興と成長（農

民・中小企業向け支援、インフラ等）」、「レジリエンスの強化及び脆弱性の軽減（保

健、教育、水と衛生等）」「公共財政の強化及びサービス提供の確保」の 3 つの柱か

らなる。 

WHO は 2015 年 5 月 9 日にリベリアにおけるエボラ出血熱終息を宣言（その後

も小規模な感染発生が繰り返され、2016 年 2 月 28 日までに計 10,675 名が感染し、

4,809 名が死亡）（出典：WHO 同日付 Ebola Situation Report）。 

2017 年 10 月 10 日、大統領選挙が実施され、12 月 26 日に行われた決選投票の

結果、元プロサッカー選手で野党民主変革同盟のウェア候補が現職副大統領のボ

アカイ候補を破り、勝利した。 

UNMIL 撤退計画は、エボラ出血熱により実施を延期したが、2018 年 3 月 30 日

に撤退した。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/liberia/data.html
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2023 年 10 月 10 日、大統領選挙の第一回目の投票が実施された。その後、11 月

14 日に行われた決選投票の結果、サーリーフ元大統領の政権で副大統領を 2 期務

めたボアカイ候補が現職のウェア大統領（当時）を接戦の上で破り当選した。

UNMIL 撤退後初の大統領選挙であったが、概ね平和裡に実施された。また、決選

投票後、ウェア大統領（当時）が敗北宣言を行うなど、民主的かつ平和裡に政権交

代が行われ、欧米や他のアフリカの諸国からも評価された。 

 

2. 人権状況 

ア 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐リベリア（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年

3 月 30 日） 

重大な人権問題の事例は以下のとおりである。警察による恣意的な殺害，警察に

よる残虐で非人道又は品位を傷つける取扱い又は刑罰，過酷で生命を脅かす刑務

所の環境，政府職員による恣意的な拘禁，司法の独立に関わる深刻な問題，ジャー

ナリストに対する暴力及び暴力の脅威を含む報道の自由に関する深刻な制約，公

職者の汚職，女性に対する暴力についての調査及び説明責任の欠如，合意に基づく

成人間同性性行為を違法とする法の存在又は使用，最悪の形態の児童労働。 

2003 年に終わったリベリア内戦中の残虐行為を含む，人権侵害を犯した者への

刑事免責は依然として深刻な問題であったが，政府は第三国における戦争犯罪捜

査に協力した。政府は，治安部隊内であるか政府内であるかにかかわらず，現在虐

待行為を犯した公職にある被告人を捜査及び訴追する試みを断続的ではあるが限

定的に実施した。 

 

3. 関連する政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い  

(1) 政治活動・市民運動全般 ＜2025 年 10 月 16 日更新＞ 

ア ベルテルスマン財団「BTI 国別レポート 2024 年‐リベリア」（2022 年 2 月 23

日） 

政治参加 

… 

憲法第 17 条では、全ての人に「秩序ある平和な態様で」集会を行う権利が保

証されている。憲法ではまた、結社の権利も保証している。こうした自由は広く

保証されてきた。デモを行う許可はしばしば遅延された。過去には、反対派の行

進は繰り返し政府寄りの民兵の攻撃を受けながらも、民兵は罰されず、デモが決

行されるときは、恐怖感漂う中で行われた。 

… 

 

コンセンサス形成 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri03_00031.html
https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBR
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… 

前政権は、政策の多数の領域において市民社会を巻き込むことに注力する姿勢

を示した。その主となる改革文書である、National Vision 2030 は、市民グループ

や利益団体と長期間相談の後に作成された。同様に、現政権は「繁栄と発展のた

めの貧困削減アジェンダ（PAPD）」の策定に市民の意見を求めた。しかし、以

来、政策策定のプロセスは透明性が低下し、主に政府高官や献金者らによって実

行されている。市民社会活動の中心を担うモンロビアでは不満が高まっており、

政府は外部の関与を以前に増して懸念している。これに加え、資金は限定的なた

め、市民社会の地位に悪影響が及び続けている。 

… 

 

イ ●フリーダムハウス「世界の自由 2025 年版‐リベリア」（2025 年 2 月 26 日）

＜ecoi＞ 

Key Developments in 2024 

⚫ President Joseph Boakai, who took office in January after winning a November 2023 

runoff election, issued an executive order in May to create an Office of the War and 

Economic Crimes Court (WECC). The office would oversee the establishment of a 

court to address abuses that occurred during Liberia’s civil wars. In June, Baokai 

appointed Jonathan Massaquoi to head the office, but he rescinded the appointment in 

August after critics noted that Massaquoi lacked experience in international law and 

had previously represented alleged perpetrators of war crimes and corruption. Also 

during the year, Boakai was criticized for attempting to replace tenured officials at 

independent government institutions in apparent violation of the law. 

… 

⚫ A number of protests during the year led to violent clashes between police and 

demonstrators, including supporters of the Coalition for Democratic Change (CDC), 

the former ruling party. In December, an attempt by some lawmakers to remove the 

CDC’s Jonathan Fonati Koffa as speaker of the House of Representatives for alleged 

corruption triggered protests and related violence in the capital, as well as fires in the 

parliament building. 

… 

 

ウ ●国連人権理事会「リベリア：国連人権高等文無冠事務所作成の情報集」（2025

年 8 月 15 日） 

3. Administration of justice, including impunity, and the rule of law  

19. The Working Group found that serious challenges existed in relation to access to justice 

and effective remedies, and that the lack of accountability and ongoing impunity for 

https://www.ecoi.net/en/document/2129070.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2130870/g2512415.pdf
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serious human rights abuses had led to an erosion of confidence in public bodies.22  

20. The Working Group further noted that actual or perceived corruption and weak public 

institutions fuelled a lack of trust in State authorities and exacerbated social conflict.23 

Access to remedy when abuses occurred seemed to be very challenging, due to the lack 

of appropriate grievance mechanisms, fear of reprisals or dismissal, and a lack of access 

to the judicial system, including because of high costs, and stigma.24 The Working Group 

recommended ensuring prompt and impartial investigations and accountability for cases 

involving threats and violence against individuals and trade unions defending human 

rights and the environment, including by businesses, State security forces and private 

security companies, and providing effective remedies to victims.25 

… 

4. Fundamental freedoms and the right to participate in public and political life 

… 

25. The Working Group received distressing reports from community members of 

repression, police brutality and arbitrary detention in the context of peaceful protests and 

was very concerned by the chilling effect that violence and threats against defenders and 

communities had on their right to public participation.31 It recommended that Liberia 

create a safe and enabling environment for human rights defenders and protect the life 

and integrity of people at risk because of their work defending the rights of communities, 

land or the environment; and ensure that the criminal justice system was not used to 

attack, intimidate, criminalize or deter those who spoke out against business-related 

human rights abuses.32 

26. OHCHR noted, furthermore, that in the context of protests, individuals identified as 

opposition supporters had been injured during clashes with supporters of the ruling party, 

and that the police had failed to take appropriate measures to meet their obligations to 

protect the right to peaceful assembly.33 OHCHR recommended that Liberia ensure that 

all cases of election-related violence and human rights violations and abuses were 

promptly investigated, and that the perpetrators were held accountable; and that it 

consider amending the new electoral law to remove vague provisions and to provide 

definitions for key issues such as “voter trucking”.34 

… 

 

エ 米国国務省「人権状況報告 2023 年‐リベリア」（2024 年 4 月 23 日）＜ecoi＞ 

選挙および政治参加 

… 

インテグリティ・ウォッチ・リベリア〔Integrity Watch Liberia〕は、国内の選

挙活動の資金集めに関する違反行為が蔓延していることを強調した報告書を発表

した。与党の民主変革同盟（CDC）は主たる違反者として指摘され、次いで野党

https://www.ecoi.net/en/document/2107757.html
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である統一党（Unity Party）が違反者として挙げられた。違反内容には、国の財

産の不正利用、選挙活動の献金および支出の法定上限超過、および CDC におい

ては国の資源の過度な使用が含まれた。 

… 

11 月初旬、リベリア国家警察（LNP）は 9 月 29 日のロファ〔Lofa〕郡におけ

る選挙関連暴力事件に関連して、21 名を複数の罪で告発した。当該暴力事件で

は、最大野党の統一党と与党の民主変革同盟の支持者らが街頭で衝突した際、少

なくとも 2 名が死亡し、複数名が負傷した。EU、西アフリカ諸国経済共同体

（ECOWAS）、およびアフリカにおける持続可能な民主主義のための選挙組織

（EISDA：Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa）の国際監視団は、

LNP がボン〔Bong〕郡グバルンガ〔Gbarnga〕において最大野党の統一党の党員

を捜査するために選択的に異動させた一方で、関与した与党 CDC 党の党員を除

外したことに対して遺憾を表明した。 

11 月 20 日にモンロビアで統一党支持者の集団に車両で突入した罪に問われて

いるローレンス・K・ウィリアムスは 11 月 27 日、殺人罪、加重暴行罪、および

無謀に他人に危険を及ぼした罪で起訴された。目撃者らは、事件中にウィリアム

スが無灯火で助手席のドアを開けたまま運転していたと証言している。裁判所の

記録には、衝突の結果約 27 名が負傷し、器物が損壊し、3 名の犠牲者が治療を受

けたものの死亡したことが記されている。 

 

平和的な集会の自由 

議会および外務省の外で行われたものを含むデモが、様々な市民社会団体によ

って一年を通して実行された。7 月 19 日、身元不明の個人らがモンロビア中心部

における反腐敗集会を中断させ、参加者に石を投げ始めた。リベリア人民党

（LPP）の大統領候補ティアワン・ゴンゴロー〔Tiawan Gongloe〕は、LPP が集会

の日時を政府に事前連絡したにもかかわらず、集会を警護しなかったとして政府

を非難した。 

 

オ ●フリーダムハウス「世界の自由 2024 年版‐リベリア」（2024 年 3 月 1 日） 

D Freedom of Expression and Belief 

… 

The government is not known to illegally monitor online communications. People are 

generally free to engage in private discussion while in public spaces, but some topics are 

taboo offline and online, such as discussion of issues affecting LGBT+ people. Political 

actors tend to threaten individuals critical of them with civil defamation suits, which can 

increase self-censorship. 

 

https://freedomhouse.org/country/liberia/freedom-world/2024
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カ フリーダムハウス「世界の自由 2023 年版‐リベリア」（2023 年 7 月 7 日）＜

ecoi＞ 

野党でも連立を組む場合がある。2019 年に組成された協働政党連合

〔Collaborating Political Parties coalition〕（CPP）は 2020 年 8 月に認定されたが、

構成員 4 名の間の内部争いの末、2022 年 2 月に解体された。2022 年 5 月、複数

政党が集結し、リベリア民主連合〔Democratic Alliance of Liberia〕という新たな

政党連合を結成した。 

… 

野党と無所属の候補が選挙を通じて公職と権力を得る可能性は現実的にある。

2017 年、当時の野党である CDC のウェア大統領は、前与党の候補者を破った。

野党候補者らは 2020 年 12 月の上院選挙で、わずか 3 名の CDC 候補者が 15 の選

挙戦を制する成功を見た。 

… 

 

キ EASO「COI クエリー［Q22-2021］Liberia; Political opponents, journalists, 

activists」ecoi（2021 年 8 月 9 日） 

2020 年を通じて、リベリアでは「顕著な人権」問題が報告された。行方不明

および政治犯の報告はなかったものの、政府またはその職員が犯した恣意的また

は不法な殺人に関する報告はしばしばあり、拘束中の者または警護を求める者に

対する虐待、ハラスメント、および脅迫も報告された。治安部隊の刑事免責も問

題であった［注 3］。米国国務省の報告書ではまた、以下が指摘されている。 

「2003 年に終結したリベリア内戦中に、残虐行為を含む人権侵害を犯した個人

に対する刑事免責は、政府が第三国において戦争犯罪捜査に協力したもの

の、依然として深刻な問題である。政府は、治安部隊または政府内部その他

を問わず、現在侵害の責任を問われている職員を捜査し起訴する試みを断続

的に、しかし限定的に行った。」 

… 

国家機関が 2019 年から 2021 年の間に犯した、報告されている暴行事件のう

ち、象徴的な例を以下に挙げる。 

2019 年に報告された事件の一部には以下が含まれる。 

 2019 年 1 月 31 日：モンロビアを拠点とするラジオ放送ルーツ FM〔Roots 

Fm〕が、覆面の銃撃者らにより攻撃された。ラジオのオーナーは「ジョー

ジ・ウェア大統領に無遠慮な批判者」として言い表されている。［注 7］ 

 2019 年 2 月：ルーツ FM に対して 2 週間以内に 2 度目の攻撃があったこと

が報じられた［注 8］。また、国境なき記者団（RSF）は「ウェア大統領に批

判的な民間のラジオ局」に対して更に 3 件攻撃があったと報じた。ラジオ局

は、報道によると「国庫から 160 億リベリアドルが消失したことを含む、政

https://www.ecoi.net/en/document/2094374.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2058040/2021_08_Q22_EASO_COI_Query_Response_LIBERIA_OPPONENTS.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2058040/2021_08_Q22_EASO_COI_Query_Response_LIBERIA_OPPONENTS.pdf
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府が絡む汚職スキャンダル、および汚職の増加」について放送していた［注

9］。 

 2019 年 6 月：政府は、Facebook および WhatsApp を含む SNS およびメッセ

ージサービスへのアクセスを、「リベリア国内に蔓延している汚職を終わら

せることと経済改革を求める、野党率いる集会に先駆けて」一部規制した

［注 10］。2019年／2020年の世界表現の自由報告書〔Global Expression report〕

では、リベリアは 2019 年、抗議運動を中断し阻止するためにオンラインプ

ラットフォームの閉鎖に進んだ国の一つだったと確認している［注 11］。 

 2019 年 10 月：ラジオ局ルーツ FM は再度攻撃を受け、警察部隊により閉鎖

された。ラジオのオーナーと放送局は、報道によると、政府およびウェア大

統領政権を批判していた。政府は、ラジオ局を閉鎖した理由は放送許認可の

欠如と「暴力の扇動」と主張した。［注 12］ 

2020 年に報告された事件の一部には以下が含まれる。 

 2020 年 1 月 6 日：モンロビアで警察が、ウェア大統領の対抗者であるヘン

リー・コスタ〔Henry Costa〕の支持者らに向けて催涙ガスと放水砲を使用し

た。支持者らの集まりは政府と経済危機に反対する抗議を行っていた。［注

13］ 

 2020 年 4 月：リベリアの大統領が、7 月末まで COVID-19 に関連する緊急

事態を宣言した。「パンデミックを取材した記者らは、当局による尋問、介

入、および一部の場合では身体的な攻撃に直面した」。大統領府への出入り

は当局の管理下にあるニュース機関に限られ、記者らはリベリアの健康危

機を取材報道する様々な困難に直面していた。［注 14］ 

 2020 年 10 月：国の汚職を捜査していた複数の政府税務官が殺害され、国民

の間に危険と恐怖の問題が生じはじめた。［注 15］ 

 2020 年 12 月：米国国務省は、上院選挙中に野党指導者および支持者らに対

する政治的暴力事件があったと報告した。［注 16］ 

 2020 年 10 月から 12 月：国境なき記者団は、記者に対するいじめと殺害脅

迫が 9 件あったと記録している。この中には、上院選挙中にモンロビアから

別の町に「投票者がバス輸送された」件について捜査していたフロント・ペ

ージ・アフリカ紙のオベダイア・ジョンソン〔Obediah Johnson〕記者、「与

党から好かれていなかった」とされているティーマックス・ジェラーテ〔T-

Max Jlateh〕氏、とある公開会社を捜査していた監査官の死亡に関する記事

を掲載後自らの生命を案じてリベリア国外へ逃れたパロッツ・エージェン

シー紙〔newspaper Parrots Agency〕の編集アソシエイト、ジュリアス・ジェ

イサン〔Julius Jaesan〕氏がいた。［注 17］ 

2021 年に報告された事件の一部には以下が含まれる。 
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 2021 年 2 月 19 日：エグゼクティブ保護部隊員とウェア大統領のボディガー

ドであるメルヴィー・アーリー〔Melvey Earley〕の死体が見つかり、自殺と

報道された。遺族は自殺という主張を拒否し、アーリーが銃殺されたと述べ

た。同隊員は背信行為を疑われていた。［注 18］ 

 

(2) People’s Liberation Party（PLP） ＜2024 年 5 月 2 日追加＞ 

ア フリーダムハウス「世界の自由 2023 年版‐リベリア」（2023 年 7 月 7 日）＜

ecoi＞ 

政治政党は、一般的には、不当に結成または運営を妨げる法的または実務的な

障害には直面しない。人民解放党〔The People’s Liberation Party〕は 2020 年 12 月

後半に選挙管理委員会により認定され、2021 年 2 月にモンロビアに党事務所を開

設した。 

 

イ 記事「Liberia: People’s Liberation Party Justifies Collaboration with Ruling 

Coalition Amid Agitation from Council of County Chairpersons」Front Page 

Africa（2023 年 4 月 19 日） 

人民解放党（PLP）の広報副幹事長〔Vice Chairman for Press and Public Affairs〕

であるカリファ・クローマ〔Kalifa Kromah〕はフロント・ぺージ・アフリカ紙に

対して、与党民主変革同盟（CDC）と自党の合併について、直近の党大会にて党

の執行委員会の総意が取れたと話した。 

… 

 

ウ 記事「Liberia: PLP Political Leader Laid to Rest Tomorrow In US」Liberian 

Observer（2023 年 

1 か月前、キャッセル博士〔Dr. Cassell〕は何年も住んでいた米国で死亡し

た。56 歳を超えていた。生まれは 1966 年 1 月 8 日、西アフリカのリベリア。 

… 

博士は、永住権なく 25 年超アメリカに住んでいたと話し、「複数の仕事を掛け

持ちし、臨床心理学でダブルマスターと博士号を取得しました。アメリカの居住

者となったのは数年前で、妻のビンドゥ〔Bindu〕と出会って結婚した後です」

と明かした。 

… 

キャッセル博士はリベリアの著名な政治家だった。報道によれば博士は 2014

年にリベリアに住まいを移した。PLP の頭脳であり、きっての金融家だった。同

党はリベリアにおいて最も新しい野党の一つである。 

PLP は 2020 年に設立され、リベリアの本格的な政治政党として選挙管理委員

https://www.ecoi.net/en/document/2094374.html
https://frontpageafricaonline.com/politics/liberia-peoples-liberation-party-justifies-collaboration-with-ruling-coalition-amid-agitation-from-council-of-county-chairpersons/
https://frontpageafricaonline.com/politics/liberia-peoples-liberation-party-justifies-collaboration-with-ruling-coalition-amid-agitation-from-council-of-county-chairpersons/
https://www.liberianobserver.com/liberia-plp-political-leader-laid-rest-tomorrow-us
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会（NEC）に認定された。 

博士は、与党民主変革同盟（CDC）ジョージ・マネー・ウェア氏の目に余る能

力のなさと統治の悪さを理由に、一期で終わる大統領にさせることに依然として

注力していた、多くの大統領候補者の一人だった。リベリアの次期総選挙および

大統領選は 2023 年 10 月 10 日火曜日を予定している。 

博士は、公共部門におけるウェア大統領と CDC 覇権の統制不能な不正行為に

対して物怖じしない批判者だった。 

2022 年 8 月、博士は米国財務省が腐敗行為を理由にウェア政権の元公職者 3

名に標的型制裁を課したことを歓迎し、米国政府を讃えた。 

2022 年 8 月 15 日、米国財務省は公共部門における私利のための腐敗行為への

関与を理由に、元大統領府担当大臣であるナサニエル・マギル、法務長官セイ

マ・クレニオ・セフス、および国家港湾庁（NPA）マネジング・ディレクター

〔Managing Director〕ビル・トゥワウィ〔Bill Twehway〕に制裁を課した。 

… 

キャッセル博士の名声と大統領を目指す野心は 2022 年、ニュージャージー州

の連邦当局が博士の会社であるクウェンヤン・プロフェッショナル・ヘルス・サ

ービシズ〔Kwenyan Professional Health Services〕を、州内で患者に提供したと主

張されるいかがわしいサービス 360 万ドル超分について米メディケイド制度に詐

欺行為を行った疑いで徹底調査し告発した後、急降下した。 

… 

2022 年 9 月、ニュージャージー州の大陪審は保険詐欺およびその他の訴因の

疑いについて、既に死亡している者およびクウェンヤン・プロフェッショナル・

ヘルス・サービシズの元従業員を起訴した。 

… 

 

4. ジェンダー、DV および子ども 

(1) 子ども ＜2023 年 11 月 2 日更新＞ 

ア 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐リベリア（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年

3 月 30 日） 

児童難民：政府や国際機関が内戦中に家族と離れ離れになった子どもを再会させ

ようとしているにもかかわらず，ストリート・チルドレン，元少年兵，及び IDP は

依然としてモンロビア市の路上で生活していた。現在成人となったこのホームレ

スの若者たちは，薬物中毒に苦しんだり，犯罪に関わったりすることも多く，「ゾ

ゴス（zogos）」と呼ばれた。 

 

イ 記事「How I set up Liberia’s first school for autistic children」Africa Renewal via 

国連（2019 年 8 月 7 日） 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri03_00031.html
https://www.un.org/africarenewal/magazine/august-november-2019/how-i-set-liberia%E2%80%99s-first-school-autistic-children
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… 

私が 2018 年にリベリアに戻った時、ほとんどの人が ASD について無知だった

ことがわかった。多くの人はこの障害と聞くと魔術、呪いや呪文、それに悪魔を

連想する。多くの場合、自閉症の子供やその家族は自らが属するコミュニティで

も村八分にされている。 

… 

 

ウ 記事「Liberia: Parents of Autism Kids Urge to Care for their Children」Front Page 

Africa（2018 年 9 月 4 日） 

… 

リベリアで自閉症をもって生まれた子供の数の統計値は存在しない。… 

 

(2) FGM ＜2025 年 9 月 11 日更新＞ 

ア EUAA「COI クエリー［Q85-2024］リベリア：女性器切除（バンディ族を含む）」

（2024 年 12 月 12 日） 

1. 女性性器切除（FGM/C）の実施率 

2019～2020 年のリベリア人口・保健調査〔Liberia Demographic and Health Survey〕

によると、15～49 歳の女性のうち 38.2%が女性性器切除（FGM/C）を受けたこと

があると報告されている［注 1］。しかし、2021 年 11 月に国連ウィメンが発表し

た報告書では、リベリアの 15～49 歳の女性のうち 50％が女性性器切除を受けたと

されている［注 2］。またリベリア人口・保健調査は、15～49 歳の女性のうち 83.3％

が FGM/C を慣習として認識していることも指摘している［注 3］。同調査による

と、FGM/C は都市部に暮らす女性（30％）よりも農村部に暮らす女性（52％）の

間ではるかに多く行われており、教育や収入の水準が高まるにつれてその実施率

は「著しく」低下するという［注 4］。さらに、キリスト教徒の女性は「他の宗教

の女性よりも切除される可能性が低い」とも述べている［注 5］。 

… 

調査研究型 NGO のロバート・ランシング研究所（RLI）は、FGM/C を実施して

いる主なグループは「例えば Gola 族や Kissi 族といった、リベリア西部のマンデ

語系の民族」であるという実態を明らかにした［注 8］。地元紙 the New Dawn によ

ると、「リベリアにおいて、FGM/C と深く結びついてきた 2 つの主要な民族社会」

があり、それはリベリア南東部に住む「FGM/C の慣習が民族の文化的・伝統的な

価値観に深く根付いている」Krahn 族と、同じ南東部に暮らし、（伝統的宗教儀式

を行う）Sande 秘密結社を通じて FGM/C を実施しているバサ族であるという［注

9］。加えて同紙は、FGM/C がリベリアの次の 11 地域で行われていると報じてい

る：Bong 郡、Lofa 郡、Nimba 郡、Grand Gedeh 郡、Maryland 郡、River Gee 郡、River 

Cess 郡、Grand Kru 郡、Sinoe 郡、Margibi 郡、Gbarpolu 郡［注 10］。 

https://frontpageafricaonline.com/health/liberia-parents-of-autism-kids-urge-to-care-for-their-children/
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Query_Response_Q85_Liberia_FGM_Gbandi_Society.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Query_Response_Q85_Liberia_FGM_Gbandi_Society.pdf
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… 

国連が 2024 年 2 月に発表した報告によると、2023 年 2 月にリベリア国家首長・

長老評議会〔the National Council of Chiefs and Elders〕が FGM/C を禁止して以来、

「リベリアで FGM を実施していた 11 郡のうち 5 郡（Montserrado 郡、Grand Cape 

Mount 郡、Nimba 郡、Bong 郡、Lofa 郡）で、FGM 禁止令の効果的な施行を目的と

した伝統的儀式が行われた」とされている［注 16］。米国国務省（USDOS）は、

2023 年の FGM/C 禁止後に、リベリア国家首長・長老評議会が「Montserrado 郡に

ある伝統的な農村学校を閉鎖し、FGM/C 施術者に生計を立てるための代替スキル

を教える文化・職業訓練センターに転換させた」と報告している［注 17］。さらに

米国国務省の 2023 年の報告書では「FGM/C が行われていたとされる 3 つの別々

の郡で、秘密裏に運営されていた農村部のブッシュスクール〔bush schools〕3 校を

地元当局が閉鎖し、UN Women と連携して住民に研修を行った」と述べられてい

る［注 18］。 

しかし、地元紙 New Dawn は 2023 年 10 月の記事で、2023 年 2 月に FGM/C が

禁止されたにも関わらず、多くの少女たちが「選択の余地なく」依然として FGM/C

を受けさせられている、と報じた［注 19］。また、他でも 2022 年 2 月に出された

3 年間の FGM/C 禁止令も守られておらず、実践が継続されていたと指摘されてい

る［注 20］。 

… 

2. 法制度と施行 

複数の情報筋によると、リベリアでは女性性器切除（FGM/C）を違法とする法

律は整備されていない［注 27］。FGM/C を犯罪化していない西アフリカの 3 か国

の 1 つとされており［注 28］、2024 年 4 月時点で、FGM/C を恒久的に禁止するた

めの 2 つの反 FGM 法案がリベリアの国会で審議中と報告されている［注 29］。米

国国務省の 2023 年報告では、複数の NGO が「議会内にこの問題に取り組む政治

的意思がほとんどない」と報告した、と述べられている［注 30］。 

特定の FGM/C 禁止法が存在しないものの、「刑法第 242 条」には「身体の一部

を切断またはその他の手段で奪うことによって他人に悪意ある違法な傷害を与え

ること」は「最大 5 年の懲役刑を科す重罪」として定められており、理論的には

FGM/C にも適用可能であるとの声もあるが［注 31］、これらの規定が FGM/C に関

する訴追に実際に使用された事例は報告されていない［注 32］。FGM/C の根絶を

目指す調査団体「28 Too Many」による 2018 年 9 月の報告書でも、同じく「FGM

を禁止する国家法が存在しないことにより、正式な起訴や裁判はリベリアで報告

されていない」こと［注 33］、そして「他の法律を使って FGM の加害者を訴追し

た証拠もない」ことが指摘されている［注 34］。複数のメディアによると、2022 年

2 月、リベリアの伝統的な地域評議会が FGM/C を 3 年間禁止し［注 35］、2023 年

2 月 6 日には伝統的に国家を主導してきた組織のうち、特に国家首長・長老評議会

が、リベリア国内での FGM の全国的禁止を宣言した［注 36］。地元メディア the 

Liberian Investigator によると、「伝統的指導者による法律や規則は地域住民に対し
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て拘束力を持つ」とされながらも、伝統的指導者自身がこれらに従わないことがあ

るとも報じられている［注 37］。この情報を裏付ける独立した証拠は見つかってい

ない。 

… 

4. 女性性器切除（FGM/C）を拒否する可能性と拒否した場合の結果 

… 

調査団体「28 Too Many」による 2019 年の報告書では、「FGM に反対する発言を

したことへの罰として、またはサンデ法に違反したというわずかな疑いだけで、少

女が強制的にサンデ協会に加入させられた（すなわち FGM を受けさせられた）と

いう報告が多数ある」と述べられている［注 45］。国連ウィメンも、FGM/C は「し

ばしば」女性や少女の同意なしに行われる、と指摘している［注 46］。 

… 

5. 司法へのアクセス 

… 

2024 年 4 月には、裁判所の命令に従わず、サンデ協会に誘拐されたとされる 3

人の少女を出廷させなかったとして、2 人の女性宗教指導者（通称「zoes」）が逮捕

され、1 人は拘留されたことが報じられた［注 47］。また 2022 年 6 月の国連人権

高等弁務官事務所（OHCHR）の報告では、母親がサンデ協会によって娘が誘拐さ

れ FGM/C を受けさせられたと報告したものの、加害者の女性たちは起訴されなか

った事例が紹介されている［注 48］。 

… 

※ 脚注の詳細は原文をご覧ください。 

 

イ OFPRA「リベリア：女性器切除（MSF）」（2024 年 5 月 30 日） 

5.3 市民社会の役割 

国連開発計画（UNDP）の支援を受けたスポットライト・イニシアティブ・プロ

グラムは、FGM の危険性に対する地域社会の意識を高め［注 52］、代替となる非

暴力の通過儀礼を推進している。教育プログラムや意識向上キャンペーンを実施

し、地域社会や宗教指導者にこうした慣習をやめるよう働きかけている。意識を高

め、行動を変えるためのこうした取り組みでは、生存者や現地の活動家の役割が非

常に重要である。彼らの証言によって、かつての切除施術者が農業など他の収入を

得る活動を優先して FGM を放棄するようになったからである［注 53］。 

このイニシアティブは、政府、全国酋長会議、長老、伝統的指導者、市民社会組

織、草の根の女性の権利団体、その他の開発パートナーと直接協力している。主

に、女性に対する暴力の割合が最も高い 5 つの郡（グランド・ケープ・マウント

郡、グランド・ゲデ郡、ロファ郡、モンテセラド郡、ニンバ郡）で活動している［注

54］。 

https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2405_lbr_mutilations_sexuelles_feminines_162531_web.pdf
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※ 原文フランス語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。脚注の詳細

は原文をご覧ください。 

 

※ FGM については、後記「14 伝統的な秘密結社（サンデ、ポロを含む）」セク

ションもご覧ください。 

 

(3) ドメスティックバイオレンス（DV） ＜2025 年 10 月 16 日更新＞ 

ア ●EUAA「COI クエリー［Q44-2024］リベリア：ジェンダーを理由とした暴力

（ドメスティック・バイオレンス及び家庭内レイプを含む）；ほか」（2024 年 7

月 14 日） 

1. Prevalence 

In 2020, president of Liberia declared rape a ‘national emergency’.［注 1］ In a report 

covering 2023, the European Union noted that ‘Liberian women and girls continue to suffer 

from different forms of sexual and gender-based violence (SGBV).’［注 2］ Sources 

indicated that instances of rape remained prevalent in Liberia.［注 3］ The US Department 

of State (USDOS) described rape in Liberia as ‘a serious and pervasive problem.’［注 4］ 

Domestic violence in Liberia has been described as widespread.［注 5］  

According to the statistics provided by United Nations Development Programme 

(UNDP), 2 708 cases of gender-based violence (GBV) were recorded in 2019 and 2 240 

cases in 2020.［注 6］ In 2022, the government of Liberia recorded 1 975 cases of GBV.

［注 7］ 

A study published in June 2022 by the BioMed Central (BMC) Women's Health［注 8］ 

found that the prevalence of intimate partner violence in Liberia in the previous 12 months 

was 45 %.［注 9］ The study has also identified regional differences, namely that women 

in south central Liberia were less likely to experience violence from their partners as 

compared to women in the north western part of the country.［注 10］ Other factors 

impacting intimate partner violence in Liberia, according to the study, included the age and 

decision making power of women, as well as their husbands’ education.［注 11］ However, 

sources reported that precise figures of prevalence of gender-based violence GBV in Liberia 

are not known due to underreporting by the victims.［注 12］ Reasons for unreported cases 

included fear of reprisal from the attacker［注 13］, ‘fear of a negative response by others, 

and the belief that authorities won’t take the case seriously,’［注 14］ as well as ‘lack of 

support, breakdown or unreliability of public services.’［注 15］ 

… 

4. Access to state protection 

A UNDP report described the prosecution of sexual offences as ‘remarkably inadequate’

［注.57］ The report quoted findings of the Independent National Commission on Human 

Rights (INHCR) as saying that ‘that rapists continue to benefit from a deeply entrenched 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_07_EUAA_COI_Query_Response_Q44_Liberia_GBV_including_domestic_violence_and_rape.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_07_EUAA_COI_Query_Response_Q44_Liberia_GBV_including_domestic_violence_and_rape.pdf
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culture of impunity while survivors languish with slim hopes for justice.’［注 .58］ 

According to USDOS, quoting an INHCR report, ‘perpetrators of rape enjoyed widespread 

impunity.’［注.59］ A study on GBV and domestic violence in the context of COVID-19 

pandemic found that due to the inadequate access to protection, ‘the majority of women still 

live with their abusers.’［注.60］ 

Obstacles when seeking justice in cases of sexual offences, as reported by sources, 

included: 

⚫ Lack of financial resources, inadequate court infrastructure and staffing. ［注.61］  

⚫ Restriction on a number of cases that could be heard, delays, and dismissal of cases 

due to a lack of evidence. ［注.62］  

⚫ Pressure by communities and families to drop the case. ［注.63］  

⚫ Unwillingness of the police to investigate rape cases. ［注.64］  

⚫  High costs of accessing justice for the victims. ［注.65］ 

… 

In reports covering 2022 and 2023, USDOS reported cases of ‘rape and sexual abuse by 

government agents.’［注 .75］  In February 2022, a female police officer submitted a 

complaint against a senior police officer for an alleged rape that occurred in November 

2021.［注.76］ In June 2020, a case was reported about a 15-year girl seeking help at a 

police station in Monrovia following an attempted rape, who was allegedly raped by the 

police officer at the said police station.［注.77］ 

5. Availability of support services 

Government provided access to health services to victims of sexual violence, including 

emergency contraception.［注.78］ Some shelters for GBV victims were run by the Ministry 

of Gender, Children and Social Protection (MOGCSP).［注.79］ Additional information 

on these shelters could not be found among the sources consulted by EUAA within the time 

constraints of this query. The MOGCSP also operates transit centres providing 

accommodation and medical care.［注.80］ According to USDOS, each centre should have 

a specialised nurse, a social worker, and a police officer, but most operated with limited 

resources and ‘were unable to provide adequate services.’［注.81］ 

… 

In 2022, services for women who were victims of sexual violence provided by the 

Spotlight Initiative included healthcare services, legal services, psychological support, and 

safe homes.［注.90］ The services included 27 healthcare facilities, 5 safe homes and 4 

social coping and rehabilitation centres.［注.91］ The report indicated that once this project 

is finished, the government will take it over.［注.92］… 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐リベリア（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年

3 月 30 日） 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001368772.pdf
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女性 

レイプ及びドメスティック・バイオレンス：女性又は男性に対するレイプは違法

であるが，政府は法律を効果的に執行しておらず，特に COVID-19 の強制ロック

ダウンにおいては，レイプは依然として深刻で蔓延する問題であった。法律上の

レイプの定義は，夫婦間のレイプを犯罪と特定していない。… 

… 

政府は，性的暴力及びジェンダーに基づく暴力の被害者，人身売買の被害者，及

び保護の必要なその他の人たちのため，ロファ郡に 1 か所，ニンバ郡に 1 か所の 2

つのシェルターを運営した。政府はモンロビア市ではシェルターを運営していな

かった。政府と複数の NGO による合同イニシアチブである性経路紹介プログラム

（Sexual Pathways Referral Program）は，被害者のための医学的，社会心理学的，法

的，及び相談を行う支援へのアクセスを改善した。ジェンダー・子ども・社会保護

省は，性的暴力及びジェンダーに基づく暴力犯罪に対する国民意識を高め，被害者

が支援を求めるようにするために，各郡の事務所にジェンダー・コーディネーター

とスタッフを配置した。また同省は，子どもたちが性的暴力及びジェンダーに基づ

く暴力の事例について話し合い，報告するための「バディ・クラブ」を国内の公立

学校に設立した。警察官は，EU スポットライト・イニシアチブ（Spot light Initiative）

と UNDP が後援するプログラムにより性的暴力及びジェンダーに基づく暴力に関

する研修を受けた。 

過重負担を強いる司法制度は適時の訴追を阻み，その遅れによって多くの被害

者が訴追者に協力するのを止めてしまった。時には被害者の家族が償いとして加

害者から金銭を要求したり，加害者が事件を提訴させないようにするため金銭を

提供したりすることもあった。当局が証拠不足を理由に訴えを棄却することも多

かった。警察の女性・子ども保護部（Women and Children Protection Section：WACPS）

は，裁判所が証拠不足を理由に，報告されたドメスティック・バイオレンス裁判の

51%を棄却したと報告した。性的暴力及びジェンダーに基づく暴力犯罪の証拠を集

め，保持する能力も欠けていた。 

ドメスティック・バイオレンスは非合法であるものの，依然として蔓延する問題

であり，ジェンダー省は，報告される性的暴力及びジェンダーに基づく暴力に関す

る裁判の 16%がドメスティック・バイオレンスに関するものであると述べた。 

2019 年ドメスティック・バイオレンス法（Domestic Violence Act）は，罰則を強

化し，法廷付託メカニズムに対する支援を提供したといわれるが，同法のコピー，

及びその簡易版は資金不足により一般公開されなかった。ドメスティック・バイオ

レンスに対する有罪判決の刑期は最長 6 か月であるが，政府はこの法を効果的に

執行しなかった。WACPS は，（2020 年）1～9 月までのドメスティック・バイオレ

ンス裁判に関する報告書を受領した。そこには 2019 年の同時期に報告された裁判

件数よりも減少していることが示されていた。政府及び市民社会団体の職員は，裁

判件数の減少は COVID-19 のパンデミックによるものとした。その理由は，移動

の制限により正式な報告が遅れたこと，ロックダウンにより支援サービスが限定
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されたこと，そして政府が緊急事態を宣言した（2020 年）4 月 8 日～7 月 22 日ま

での間は外出禁止令が出て在宅しなければならなかったため，至近にいる状態で

加害者を特定されるのを被害者が望まなかったことである。市民社会団体の職員

は，迅速な審理ができなかったことにより，被害者が正式な司法制度の範囲外で償

いを求めることにつながったと示唆した。 

 

ウ 国連自由権規約委員会「リベリアの当初報告に対する総括所見

［CCPR/C/LBR/CO/1］」（2018 年 8 月 27 日） 

ジェンダーを理由とした暴力 

24. 委員会は、あらゆる形態の DV を犯罪化する法的枠組みがないことに懸念を

表明する。DV は、締約国において蔓延しており、特に女性と少女により経験さ

れ、強い社会文化的伝統によって永続している。委員会はまた、2005 年のレイ

プ法の採択や、モンセラード郡とニンバ郡の性犯罪を裁く特別法廷 E 法廷の創

設など、ジェンダーに基づく性暴力に対処するための措置がとられたにもかか

わらず、（a）レイプ法は夫婦間レイプを犯罪化できていないこと、(b) リベリア

ではレイプは 2 番目に多く報告される重大犯罪であるにもかかわらず、起訴と

有罪判決の割合は依然として低いこと、および、(c) 被害者が、社会的スティグ

マ、報復への恐れ、国家機関への信頼の欠如など様々な要因によって、加害者と

される者に対する告訴や手続きの継続を躊躇していることについて、憂慮して

いる。（2 条、3 条 7 条及び 26 条） 

 

エ 国連人権理事会「リベリア国別編纂‐国連人権高等弁務官報告」（2020 年 3 月 6

日） 

1. 女性 

… 

58. 安全保障理事会は、リベリアの女性と女児たちが引き続き高い確率で性別お

よびジェンダーに基づく暴力事件に遭うことを憂慮していた［注 111］。 

UNMIL と OHCHR は、リベリアで報告された重犯罪のうちレイプが 2 番目に

多く、刑事免責も多いことを強調した。UNMIL と OHCHR はレイプ被害者の

80％近くが 18 歳未満で、5 歳未満の女児も含んでいたことを指摘した。

UNMIL と OHCHR は、リベリアにおけるレイプの刑事免責の度合いに危機感

を示した［注 112］。 

59. 国連カントリーチームは、リベリアにおける性暴力の被害者となった女児ら

の回復、リハビリおよび社会復帰に対する長期的かつ持続可能なサポートが

不十分であることを憂慮しており、女児らに対して具体的なケアおよび保護

を提供するよう換言した［注 113］。 

… 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/260/53/PDF/G1826053.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/260/53/PDF/G1826053.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/062/16/PDF/G2006216.pdf?OpenElement


リベリア 2025 年 12 月 8 日                            ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

19 

 

オ IRDC「リベリア：子を持つ単身女性への警察の保護に関する情報；ドメステ

ィック・バイオレンス被害女性に利用可能な警察の保護に関する情報」（2014

年 9 月 26 日） 

2014 年 1 月発表の報告書において、フリーダムハウスは、次のように述べてい

る。 

「女性や子どもに対する暴力、特にレイプは、広く蔓延している問題である。

性的及びジェンダーを理由とした暴力を専属管轄する検察の部門と裁判所は、

受理された大量の事件を事実上処理することができていない。」（フリーダムハ

ウス「2014 年世界の自由‐リベリア」（2014 年 1 月 23 日）） 

2014 年 2 月、米国国務省は。前年の出来事へのコメントにおいて、次のように

言及している。 

「法律ではドメスティック・バイオレンス（DV）を禁止しているが、DV は

社会に蔓延する問題であり続けていた。世界保健機関によると、既婚女性の 33％

が DV を経験していると報告されている。DV の最高刑は 6 ヶ月の禁錮刑である

が、政府はこの法律を事実上運用しておらず、一般に、通報された場合でも、単

純暴行か加重暴行として扱われた。政府とメディアは、この問題を公表する一定

の努力をし、また、いくつかの NGO は虐待された女性や少女を取扱い、女性の

権利の意識を向上するためのプログラムを継続しました。リベリア国家警察

（LNP）の職員は、初期研修の一環として、性犯罪に関する研修を受けた。」（米

国国務省「2013 年人権状況報告‐リベリア」（2014 年 2 月 27 日）・「セクション 6 

差別、社会での人権侵害および人身取引」の「女性」及び「レイプと DV」） 

2014 年 2 月発表の国際連合安全保障理事会の報告は、次のように言及している。 

「女性や少女の権利の保護を強化するための国家的な焦点は、レイプの引き続

いている高い発生率に直面して拡大を続けた。政府は、DV 法案を見直すための検

証作業を行い、女性差別撤廃条約の実施に関する定期報告書案を作成した。」（国

際連合安全保障理事会「国際連合リベリア・ミッションに関する事務総長の第 27

回進捗報告」（2014 年 2 月 18 日）・14 頁） 

… 

2014 年 7 月のニュードーン紙〔The New Dawn〕の記事は、次のように述べてい

る。 

「ジェンダー大臣補佐官のアネット・キアウ〔Annette Kiawu〕によると、女性や

子どもらは DV に直面し続けているため、現在の平和を享受できていない。同省

は、2009 年から 2013 年の間に、女性や子どもらが暴力被害や強制結婚、拒絶など

の DV に苦しんでいると説明した。同期間中、ジェンダー省は全国で 1,800 件の

DV を記録し、そのうちのいくつかは死に至っていた。」（ニュードーン紙「ジェン

ダー省が DV 法案を大統領に提出」（2014 年 7 月 8 日） 

… 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/ireland/PLib/95309.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/ireland/PLib/95309.pdf
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カ FIS 出身国情報部門「リベリア：女性の地位、シングルマザーに対する考え方、

支援、単身女性／シングルマザーに対する脅威」（2014 年 4 月 4 日） 

15 年続いた長い内戦で荒廃したリベリアでは、社会参加や意思決定等に係る女

性の地位は向上したが、例えば、女性に対する暴力は依然として蔓延しており、

女性の地位全体に影響を与える大きな問題となっている。内戦の結果、暴力が常

識や慣行となっており、HIV とも密接に関係している。これら 2 つは、女性と少

女の生活に対する脅威の双璧を成している。貧困、伝統的な法制度、女性の権利

およびそれを保護する法律に対する意識の低さによって弱体化した農村部では、

女性と少女は特に脆弱な存在となっている。リベリアには女性に対する暴力や差

別を防ぐための法律が存在するが、伝統や家父長的な権力構造が、特にグランド

ゲデ郡〔Grand Gedeh〕やリバージー郡〔River Gee〕といった国の南東部におい

て、法律の執行を困難にしている。［脚注 1］ 

米国国務省の人権に関する年次報告書においても、女性に対する暴力やレイプ

を含むセクハラが深刻な問題として挙げられている。セクハラを禁止する法律は

ない。女性は生活の多くの分野で差別に直面している。 

「女性は、雇用、信用、給与、教育及び住宅などの分野で差別を受けた。農村

部では、伝統的な慣習や伝統的指導者が女性の土地相続の権利を認めないこと

が多かった。伝統的指導者に女性の権利について教育するプログラムによって

前進はしたが、当局がその権利を行使しないこともしばしばあった。［脚注 2］ 

ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告書も同じような内容です。 

「女性や少女に対する性的暴力が横行している。何百もの事例がジェンダー

開発省に報告され、文書化されている。証拠収集の不備や証人の証言拒否、司法

部門の欠陥などにより、性的暴力の起訴成功件数は依然として少ない。」 ［脚注

3］ 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳に修正を加え

たものです。 

 

キ IRDC「暴力と搾取の被害女性に係る国家保護」（2008 年 11 月 18 日） 

フリーダムハウスによるリベリアに関する年次報告は、次のように述べている。 

女性の取扱いは、民族集団、宗教や社会的地位によって異なる。内戦中、女性

や少女は労働力として、あるいは性的搾取のために誘拐されることが多く、ま

た、身を守るために反政府勢力や民兵に加わる女性もいた。内戦後も、特にモン

ロビア地区では多くの女性が身体的虐待を受け続けている。地元のメディアは、

毎週少なくとも 2 件の若い女性のレイプ事件を報道しており、報道されない事

件も多くある。2005 年 12 月、旧暫定政府は、それまでは集団レイプのみが犯罪

とみなされていた現行のレイプ法を強化した。しかし、司法制度が脆弱なため、

レイプ事件の起訴はほとんど行われていない。2007 年現在、有罪判決を受けた

https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Kysely_Liberia_naisen_asema_yh_2014.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Kysely_Liberia_naisen_asema_yh_2014.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/ireland/PLib/95325.pdf
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レイプ犯のうち、最高刑の終身刑に処せられたのは 2 人だけであった。（フリー

ダムハウス「2008 年世界の自由‐リベリア」（2008 年 7 月 2 日）） 

… 

フォースト・マイグレーション・レビューの記事はまた、次のように述べてい

る。 

しかしながら、SGBV 問題に取り組む国連や他の国際機関の数が多いにもか

かわらず、内戦後にレイプや DV が多発しているようである。これは、女性のレ

イプを大した問題ではないと考え、パートナーとの関係が暴力によって特徴付

けられるのが普通と考える社会における、免罪と黙認の文化に起因している可

能性がある。（フォースト・マイグレーション・レビュー（オクスフォード大学）

「女性に対する暴力へのリベリア人の姿勢への挑戦」（2007 年 1 月 26 日）） 

… 

米国国務省のリベリアに関する国別報告は、「女性」と題するセクションで、レ

イプへの政府当局の対応について、次のようにコメントしている。 

「法律では、レイプ犯罪に対して禁固刑 7 年の処罰を定めており、レイプ容

疑者は保釈の資格がない。しかし、政府はこの法律を効果的に執行しなかった。

法律では、夫婦間レイプを犯罪と特定していない。年間を通してレイプの報告件

数は増加したが、レイプは汚名が残るため示談解決が一般的で、事件の調査が妨

害された。非効率的な司法システムも、時宜を得た事件の調査の妨げとなった。

政府は広告看板やラジオ、広告キャンペーンを利用してレイプの問題に関する

認識を高めた。国内 NGO のいくつかは、レイプ事件の捜査を要請したり、貧困

層の被害者に弁護士を提供したりした。LNP の WCPS ユニットによると、年間

およそ 400 件のレイプに関する報告があり、約 40 件は捜査済で、数件は有罪判

決になったと言う。」（米国国務省（民主主義・人権・労働局）「2007 年人権状況

報告‐リベリア」（2008 年 3 月 11 日）） 

同報告は、DV への対応について、次のようにコメントしている。 

法律ではドメスティック・バイオレンスを禁じているが、広範囲にわたって問

題となった。政府とマスコミがこの問題を取り上げる努力をしたが、政府はこの

法律を効果的に執行しなかった。いくつかの NGO は被害者の女性や少女の治療

やこの権利についての認識を高めるプログラムを続けた。ドメスティック・バイ

オレンスに対する最高刑は、禁固 6 か月である。LNP 職員は、基礎研修で性犯

罪についての研修を受けた。（同上） 

インターナショナル・クライシス・グループの報告は、「ジェンダー・ジャステ

ィス」と題するセクションにおいて、次のように述べている。 

「DV もまた、影を潜めている広く蔓延した犯罪のひとつである。クライシス・

グループは、警察、人権担当者、町の長、IDP キャンプ管理者及び一般の男女か

ら話を聞いたが、その著しい増加に対して懸念を表明した。コミュニティの構成

員らは、DV を犯罪ではなく、コミュニティ内部の問題として捉え、家族レベル

で解決できないケースを首長に持ち込んで解決することが多い。」（インターナ
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ショナル・クライシス・グループ「リベリア：司法制度を蘇らせる」（2006 年 4

月 6 日）） 

イエズス会難民部門（JRS）の報告書は、「リベリア人国内避難民帰還プロセス

からの教訓」と題するセクションにおいて、次のように述べている。 

「最後に、戦争と避難が社会における女性の役割を変えたということが観察

された。多くの女性が夫のいない避難民キャンプで、自分ひとりで家族の面倒を

見る方法を学ばなければならなかった。また、多くの女性はキャンプで新しいス

キルを身につけ、共通の取組みを発展させるために自分たちを組織することを

教えられた。JRS は、帰国した女性はしばしばコミュニティでより多くの責任を

担うようになると指摘する。しかし、たとえ責任が大きくなったとしても、地域

の意思決定プロセスにおいて女性はまだ十分に代表されていない。伝統的な男

性優位のシステムがまだ大部分を占めているからだ。多くのコミュニティで、女

性が最近目立つようになったことが DV の要因として挙げられている。これは、

社会における女性の高まった認知度が、男性に対する挑戦として認識されてい

るためと思われる。」（イエズス会難民部門「国内避難民キャンプの公式閉鎖から

6 か月」（2006 年 12 月 21 日）・8 頁） 

同報告は、「性的及びジェンダーを理由とした暴力」と題するセクションにおい

て、次のようにコメントしている。 

DV は、帰還したコミュニティで最も広く報告されている性的虐待の一種とな

っている。これは繊細な問題である。女性は、通常、それについて話すことに消

極的である。もし、そのような暴力を報告した場合、特に警察に通報した場合、

夫が家族から引き離され、投獄されるのではないかと恐れている。インタビュー

に応じた子どもらは、両親が家庭内でいつものように喧嘩をしていることを話

していた。ほとんどの場合、インタビューに答えた人々は、ストレスや戦後のト

ラウマによってそのような行動を正当化している。夫と妻の間で絶え間なく起

こる争いの原因として、食糧不足が挙げられている。さらに、80～85％の失業率

がある郡では、そもそも男性に影響があるため、女性は園芸や雑用、小商いを通

じて家族を維持することになる。地域によっては、男性がこの状況を難なく受け

入れているところもある。中には、女性に「挑戦されている」と感じるという人

もいるが、この感覚が DV の増加を説明するかもしれない。DV のケースは、コ

ミュニティレベルで処理され、町の首長や長老の集まりに付託される。暴力は罰

金制度によって罰せられる。とはいえ、帰還民のコミュニティでは、住民にこの

問題をもっと認識させるための意識改革プログラムが大いに必要といえる。特

に学校では、女性の教員が少ないためにその成功が危ぶまれるが、そのようなプ

ログラムを開発すべきである。（同上・37 頁） 

モンロビアの女性シェルター開設に関するアナリスト〔The Analyst〕の記事は、

次のように述べている。 

このシェルターは、南アフリカでのレイプから生還したオーストラリア人に

ちなんで、「ローラ・ヘンケル・ハウス〔Laura Henkel House〕」と呼ばれる予定



リベリア 2025 年 12 月 8 日                            ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

23 

だ。このシェルターは、リベリアで性的暴力や DV の被害にあった女性や子ど

もらの一時的なシェルターとして機能する。被害者に無料の部外秘の医療、危機

管理カウンセリング、感情的サポート、法的支援、ビジネス開発トレーニングな

どを提供する予定だ。また、重大な人権侵害を記録し、レイプ、性的搾取および

DV に係る犯罪を犯した者を告発するために必要なデータを収集するメカニズ

ムとしての役割も担う。（アナリスト「女性団体が虐待された女性と子どものた

めのシェルターを開設」（2006 年 6 月 12 日）） 

国際連合リベリア・ミッション（UNMIL）の報告は、「強制結婚」と題するセク

ション（パラ 42）において、次のように述べている。 

「民事婚の法定年齢は 18 歳である、2003 年に成立した相続・慣習婚法では、16

歳から女子の慣習婚を認めている。このようなリベリアの国内法の矛盾が、立法上

及び制度的な少女差別を助長している。HRPS は、18 歳になる前に強制的に結婚

させられることもある少女の報告を受けている。これらの慣行は、18 歳未満の者

との性交渉を第一級の重罪とする新刑法 14 条 70 項の規定に違反する可能性があ

り、世界人権宣言やリベリアが批准している女性差別撤廃条約（CEDAW）でうた

われている国際人権基準に反しているものである。」（国際連合リベリア・ミッシ

ョン（UNMIL）「リベリアの人権状況に関する報告：2007 年 5 月～10 月」（2008 年

4 月 2 日）・19 頁） 

同報告は、強制結婚の事例 2 つを挙げ、次のように述べている。 

「6 月、メリーランド郡の 16 歳の少女が、かなり年上の男性との慣習的結婚

から逃亡した。この脱走に先立ち、彼女は 2006 年にも脱走を試みていたが、夫

のもとに戻され、家族は夫に相当な罰金を支払うよう要求された。現在、少女は

両親のもとにいる。別の事例では、ワルテケン〔Warteken〕村の 17 歳と思われ

る少女が、3 年前に上級司祭〔High Priest〕によって強制的に結婚させられたと

報告された。7 月の追跡調査では、村長から HRO に伝統的な結婚が行われたこ

と、少女は 2008 年 12 月までその男性と結婚生活を続けなければならないこと

が確認された。」 

「6 月、グランドケープマウント〔Grand Cape Mount〕郡のリベリア国家警察

（LNP）の記録には、40 歳の慣習的結婚上の夫にひどく殴られた 16 歳の少女の

ケースが反映されている。この男は、一般的な暴行で起訴され、判事によって

300 レアル（5 米ドル）の罰金を科されただけであった。別のケースでは、15 歳

の少女がボワターサイド〔Bowaterside〕での強制結婚を逃れ、10 月 10 日にボミ

郡のトゥブマンバーグ〔Tubmanburg〕のシェルターで保護された。」（同上・19

頁） 

… 

 

(4) 単身女性／シングルマザー ＜2025 年 12 月 8 日更新＞ 

ア ●EUAA「COI クエリー［Q44-2024］リベリア：ジェンダーを理由とした暴力

（ドメスティック・バイオレンス及び家庭内レイプを含む）；ほか」（2024 年 7

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_07_EUAA_COI_Query_Response_Q44_Liberia_GBV_including_domestic_violence_and_rape.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_07_EUAA_COI_Query_Response_Q44_Liberia_GBV_including_domestic_violence_and_rape.pdf
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月 14 日） 

6. Access to employment, housing and public services 

Information on access to employment, housing and public services could not be found 

among the sources consulted by EUAA within time constraints of this query. 

 

イ FIS 出身国情報部門「リベリア：女性の地位、シングルマザーに対する考え方、

支援、単身女性／シングルマザーに対する脅威」（2014 年 4 月 4 日） 

15 年続いた長い内戦で荒廃したリベリアでは、社会参加や意思決定等に係る女

性の地位は向上したが、例えば、女性に対する暴力は依然として蔓延しており、

女性の地位全体に影響を与える大きな問題となっている。内戦の結果、暴力が常

識や慣行となっており、HIV とも密接に関係している。これら 2 つは、女性と少

女の生活に対する脅威の双璧を成している。貧困、伝統的な法制度、女性の権利

およびそれを保護する法律に対する意識の低さによって弱体化した農村部では、

女性と少女は特に脆弱な存在となっている。リベリアには女性に対する暴力や差

別を防ぐための法律が存在するが、伝統や家父長的な権力構造が、特にグランド

ゲデ郡〔Grand Gedeh〕やリバージー郡〔River Gee〕といった国の南東部におい

て、法律の執行を困難にしている。［脚注 1］ 

米国国務省の人権に関する年次報告書においても、女性に対する暴力やレイプ

を含むセクハラが深刻な問題として挙げられている。セクハラを禁止する法律は

ない。女性は生活の多くの分野で差別に直面している。 

「女性は、雇用、信用、給与、教育及び住宅などの分野で差別を受けた。農村

部では、伝統的な慣習や伝統的指導者が女性の土地相続の権利を認めないこと

が多かった。伝統的指導者に女性の権利について教育するプログラムによって

前進はしたが、当局がその権利を行使しないこともしばしばあった。［脚注 2］ 

ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告書も同じような内容です。 

「女性や少女に対する性的暴力が横行している。何百もの事例がジェンダー

開発省に報告され、文書化されている。証拠収集の不備や証人の証言拒否、司法

部門の欠陥などにより、性的暴力の起訴成功件数は依然として少ない。」 ［脚注

3］ 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳に修正を加え

たものです。 

 

ウ Landinfo「西アフリカ：ネットワーク（Vest-Afrika: Nettverk）」（2019 年 5 月

6 日）＜EUAA COI Portal＞ 

西アフリカのネットワーク 

拡大家族は、その人のネットワークの中核を形成する。拡大家族は、家族のさま

ざまな世代や分派を組み合わせたもので、母親、父親、実子、里子に加えて、叔父、

https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Kysely_Liberia_naisen_asema_yh_2014.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Kysely_Liberia_naisen_asema_yh_2014.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/norway/PLib/Vest-Afrika%20respons%20Nettverk.pdf
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叔母、いとこ、二番目のいとこ、そして双方の祖父母で構成される。拡大家族に加

えて、その者のネットワークは、結婚、友人関係、歴史的な提携を通じて自分の家

族ネットワークとつながっている他の家族で構成される。家族ネットワークは、ひ

いてはその者の家系の一部であり、民族グループによっては「カースト」に属する

こともある。［注 1］ メンバーの多くが同じ言語を話し、基本的な価値観や伝統

を共有する民族グループに属することが、家族やカーストへの所属の枠組みを提

供する。 

 

家族のネットワークに加えて、ほとんどの者は、年齢ベースのネットワーク、職

業上のネットワーク、宗教上のネットワークなど、他のタイプのネットワークにも

つながっている。例えば、幼少期や学校教育を通じての親密なつながり、職業や組

織生活を通じてのつながり、宗教団体を通じてのつながりなどである。家族ネット

ワークはその人のネットワークの中核であり、時間の経過とともにほとんど変化

しないが、こうした文脈に基づくネットワークはよりダイナミックで、生活環境の

変化に応じて性格を変えることがある。 

 

ネットワークがないのは一般的か？ 

そんなことはない。西アフリカで大家族ネットワークがないのは異常なことだ。

平均して、1 人の女性が 4 人から 7 人の子どもを産み（Landinfo 2019 の各国の出

生率を参照）、1 人の男性が複数の女性との間に子どもを持つのが一般的であり、

異母兄弟が多いのも普通である。叔父や叔母はしばしば「ママ」や「パパ」と呼ば

れ、西アフリカの多くの文化ではいとこは兄弟とみなされる。このように、肉親は

通常数十人になる。何らかの理由で近親者がいない場合でも、家系図のさらに下に

ある多数の親戚の概要を把握し、通常は連絡を取ることができる（Landinfo 2019）。 

また、西アフリカ人が、どちらか一方が意図的に別れた結果、家族やその他のネ

ットワークと接触することもなく、完全に孤独になることは想像しにくい。西アフ

リカの文化は集団主義的な性格が強く、個人の希望やニーズよりも集団の利益が

優先される。家族内で対立が生じた場合、家族ネットワーク内の良好な関係を回復

するために、合意に達することが重視される。そのため、対立が生じた場合は、ネ

ットワークの規範に違反した人物と完全に決別するのではなく、例えば拡大家族

のリソース・パーソンとの調停を通じて、合意を見出そうとする。したがって、家

族ネットワークが永久に断絶することはめったになく、通常は、ある人物が非常に

深刻で継続的な反社会的行為を犯した場合に限られる。 

地理的な距離は、たとえば国内移動に関連した場合、家族の絆を弱めることはな

い。スミス（2004）が指摘するように、ほとんどの人は、都市に移住しても出身地

との強い絆を維持する。大家族や出身地の人々との接触は、多かれ少なかれ頻繁に

出身地へ足を運んだり、インフォーマルなネットワークやよりフォーマルなチー

ム、隣人との付き合いを通じて行われる。 

… 
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地域的であれ国際的であれ、外部からの移住は家族の絆を一定期間弱める可能

性があるが、状況が再び変われば家族の絆が永久に断ち切られるという証拠はほ

とんどない。調査によると、移民の出身地に戻れば家族の絆はすぐに回復する。そ

の一例として、1980 年代にナイジェリアから強制送還されたガーナ人移民は、ガ

ーナに戻るとすぐに家族ネットワークに再統合された。 

… 

（再）定住の際、ネットワークなしでやっていけるか？ 

ネットワークのない（再）定住は、経済的に不利であり、社会的にも望ましくな

いが、不可能ではない。もし何らかの理由で移住者が何のネットワークも持たずに

放置されたとしても、それは前述したように異常なことではあるが、健康で健常な

男性であれば西アフリカで（再び）生計を立てることは可能である。 

… 

※ 原文ノルウェー語。訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳に修正を加えた

ものです。 

 

＜参考＞IRBC 決定［X (Re), 2021 CanLII 154210 (CA IRB)］（2021 年 3 月 24 日） 

[19] さらに、リベリアにおいて男性の保護を受けられない 3 児のシングルマザー

である彼女は、容易に目立つ存在となり、したがって潜在的な攻撃に対してより

脆弱であると言うことができる。NDP の客観的証拠も、以下の記述により、そ

のような状況下での国家保護の欠如を立証している。 

現在リベリアには、女性器切除（FGM）の慣行を犯罪とする法律は存在しな

い。ただし、FGM は児童の権利、女性の権利、身体的危害及び誘拐に関連する

法律の適用対象となり得ると主張できる。また、サンデのブッシュへ強制的に連

れ去る行為も違法である。現政権が女性の権利、健康及び教育を支援する努力

をしているにもかかわらず、サンデへの強制的な入会（FGM を含む）が頻繁に

発生していると報告されている。[7]（強調は当職） 

 

＜参考＞UKAIT 決定［SK (FGM – ethnic groups) Liberia [2007] UKAIT 00001］

（2008 年 1 月 8 日） 

69. 本審判所の決定は、次の通りに要約することができる。 

(1) リベリアにおいて女性器切除（FGM）が実施されている民族集団（またはそ

の下位集団）に属する女性は、1951 年ジュネーブ難民条約の目的上、特定の社

会的集団に該当する。リベリアの未割礼女性全員が FGM の現実的な危険に晒さ

れているわけではない。当該の女性が FGM が実施されている民族集団（または

その下位集団）に属し、かつ証拠から、その女性が両親または彼女に対して権力

や影響力を持つ者から FGM を受けるよう要求されるであろうと合理的に考え

られる場合に、その女性は現実的な危険に晒されている。FGM を実施する者ら

https://www.canlii.org/en/ca/irb/doc/2021/2021canlii154210/2021canlii154210.html
https://www.canlii.org/en/ca/irb/doc/2021/2021canlii154210/2021canlii154210.html#_edn7
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/37926
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/37926
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が、FGM 非実施の民族集団（またはその下位集団）の女性に呈して FGM を施

そうとする可能性は（特に都市部において）、合理的には考え難い。 

(2) 居住地域において女性器切除（FGM）の現実的な危険に晒されている女性に

対するリベリアの国内移住の選択は、証拠が次を示す場合に利用可能となる。(i) 

移住先において、当該女性に対して権力や影響力を有し、その権力や影響力を用

いて FGM を受けるよう要求する立場にある人物と遭遇することが合理的に考

えられないこと、および (ii) 当該地域の一般的な状況及び上訴人の個人的事情

を考慮した上で、彼女が当該地域で生活することが合理的に期待できること

（HC 395 第 339O 項（改正後））。リベリアの農村地域出身の女性の場合、モン

ロビアその他の都市部への国内移住は、経済的に自立できる状況（Januzi v 

Secretary of State for the Home Department & Ors [2006] UKHL 5 参照）にあり、か

つ当該地域に存在する可能性のある家族や同族集団からの圧力に抵抗できる見

込みがある場合に限り認められる。このような事例は稀であると言うことがで

きる。しかし、例えば女性が夫やその他の男性保護者を持つ場合など、完全に排

除することはできない。 

(3) 信頼性は、女性が FGM の現実的な危険にさらされているかどうかを判断する

上で、通常は、重要な役割を果たす。 

 

(5) 強制結婚、一夫多妻制 ＜2025 年 11 月 20 日更新＞ 

ア ●The Adovocates for Human Rights「Liberia’s Compliance with the International 

Covenant on Civil & Political Rights: Harmful Practices and Violence against 

Women」（ICCPR 提出報告）（2018 年 2 月 12 日） 

Formal Liberian statutory law only allows a man to have one wife, but the government 

also recognizes marriage by traditional law, under which a man may have up to four wives. 

 

イ ●リベリア統計・地理情報サービス院（LISGIS）「2022 Liberia Population and 

Housing Census: Thematic report on Nuptiality and marriages」（2024 年 6 月） 

The 2022 census data revealed that the highest religious affiliation for those engaged in 

polygamous marriage was 5 per cent for all religions, with Muslims overriding Christians 

by 4 percentage points. The data further showed that Muslims received the highest 

percentage of polygamy of 8, followed by African religion with 7 per cent. The lowest 

population of polygamous religious group was associated Christian, 4 per cent and another 

5 per cent for persons without any religious affiliation as detailed in Table 5.10.  

The 2022 census data indicated that 5 per cent of all ethnic groups in Liberia was engaged 

in polygamous marriages. The highest proportion of ethnic group that practiced polygamy 

was Mandingoes while the second highest ethnic groups were other African 

tribes and Sapo, contributing 10 per cent and 7 per cent accordingly. Further, it was revealed 

that the Dey, Gbandi, Vai had the third highest percentage of 6 respectively while the lowest 

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/liberia_fgm.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/liberia_fgm.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/liberia_fgm.pdf
https://lisgis.gov.lr/censusreport/thematic/ThematicReportonNuptiality.pdf
https://lisgis.gov.lr/censusreport/thematic/ThematicReportonNuptiality.pdf
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polygamous ethnic groups were Bassa, Belle, Gio, Krahn and Kpelle, constituting 4 per 

cent. 

… 

 

ウ ○難民研究フォーラム「クエリー回答レポート：リベリアの強制結婚を含む女

性に対する暴力および国家保護に関する情報」（2023 年 2 月 27 日） 

 

 

5. LGBT 

ア 米国 OSAC「Liberia 2019 Crime & Safety Report」（2019 年 5 月 13 日） 

同性の性行為はリベリアでは違法で、1 年以下の拘禁刑または 1,000 リベリア

ドル以下の罰金を課される罰則がある。リベリア上院は 2012 年、同性婚を犯罪

とすることを全会一致で可決した。LGBTI コミュニティのメンバーらは差別およ

び言葉・身体的な攻撃の対象となり得る。LGBTI の者には、大家に性的指向が発

覚したとき強制退去させられたと報告したものもいる。 

 

イ ○OFPRA「リベリア：性的マイノリティとジェンダー・マイノリティ（Libéria : 

Les minorités sexuelles et de genre）」（2021 年 5 月 31 日） 

 

6. 汚職、非国家主体による犯罪、国家による被害者の保護 

(1) 当局による犯罪への対応 ＜2024 年 5 月 2 日更新＞ 

ア ベルテルスマン財団「BTI 国別レポート 2024 年‐リベリア」（2022 年 2 月 23

日） 

https://refugeestudies.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/Query_LBR_230227.pdf
https://refugeestudies.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/Query_LBR_230227.pdf
https://www.osac.gov/Content/Report/2dc447fa-38da-4fee-ad62-15f4aeb31b77
https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2105_lbr_minorites_sexuelles_152061_web.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2105_lbr_minorites_sexuelles_152061_web.pdf
https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBR
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国家性 

… 

公安機関は今でも犯罪者を逮捕、拘禁、および起訴する能力は有していない。

一部の都市部地域では、ギャングが支配力を持つか、地域の治安機能が不可欠に

なる。政府の強制力の穴を埋めるため、民間治安機関、地域防犯団体、および自

警団体がしばしば介入する。 

国内の数々の地域は、国家の存在感を限定的にしか体感していない。地方の伝

統的なコミュニティでは国家の管理に対して顕著なレベルの自治を保っており、

僻地の非伝統的な集落、特に不規則な鉱業キャンプでは、非国家的な紛争解決手

段に頼ることも多い。 

悪化する経済情勢に加え増加する警察の腐敗によって、植物由来および化学合

成されたオピオイドの使用および流通が急増した。犯罪は近年着実に増加し、武

装強盗から窃盗まで多岐に渡る。誘拐および儀式的な殺人の事件も、2023 年 10

月に予定されている次期総選挙を前に増加している。 

 

イ 米国 OSAC「Liberia 2019 Crime & Safety Report」（2019 年 5 月 13 日） 

警察の対応 

リベリアの主たる法執行機関はリベリア国家警察（LNP）である。2018 年に

国連の治安部隊がリベリアから撤退したことに続き、LNP は法執行能力を伸ばし

続けた。地元民も来訪者も同様に、即応力および提供されるサービスのレベルに

ばらつきを体感する可能性がある。資源の欠如により、LNP の犯罪行為への対応

力または犯罪被害者に総合的なサービスを行う力は非常に限られている。… 

 

7. 兵役、強制徴集（非国家主体の） 

 

8. 司法制度・刑事手続 ＜2024 年 5 月 2 日更新＞ 

ア 米国国務省「人権状況報告 2023 年‐リベリア」（2024 年 4 月 23 日）＜ecoi.net

収録＞ 

D. 恣意的な逮捕または拘禁 

憲法および法令は恣意的な逮捕および拘禁を禁止しており、あらゆる者の逮捕

または拘禁の合法性を裁判所で問う権利を定めている。政府はこれらの禁止およ

び権利を必ずしも遵守しなかった。 

… 

 

9. 警察・治安部隊（刑務所等の状況含む） ＜2024 年 5 月 2 日更新＞ 

https://www.osac.gov/Content/Report/2dc447fa-38da-4fee-ad62-15f4aeb31b77
https://www.ecoi.net/en/document/2107757.html
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ア 米国国務省「人権状況報告 2023 年‐リベリア」（2024 年 4 月 23 日）＜ecoi.net

収録＞ 

刑務所および拘留所の環境 

刑務所の環境は、重度な過密性、食料の不足、不十分な衛生状況、害虫獣繁

殖、および粗悪な医療ケアが病気の発生につながったため、苛酷かつ生命を脅か

すものだった。 

… 

 

10. 報道の自由 ＜2025 年 10 月 16 日更新＞ 

ア ●米国国務省「人権状況報告 2023 年‐リベリア」（2024 年 4 月 23 日）＜ecoi＞ 

Violence and Harassment: Press associations reported government officials occasionally 

harassed newspaper and radio station owners, as well as individual journalists, because of 

their political opinions and reporting. 

On September 24, unidentified individuals broke into the facilities of leading independent 

radio station OK FM 99.5 in Monrovia and damaged equipment, leading to a disruption in 

broadcasting. The Press Union of Liberia (PUL) denounced the attack as a deliberate 

attempt to obstruct the dissemination of independent news and information in the lead-up 

to the October 10 national elections. 

Censorship or Content Restrictions for Members of the Press and Other Media, 

Including Online Media: Although generally able to express a wide variety of views, some 

journalists practiced self-censorship to avoid harassment. Some but not all media outlets 

avoided criticizing government officials due to fear of legal sanction and potential loss of 

government advertising, which, according to the Press Union, was the largest source of 

media revenue. Other outlets avoided addressing sensitive human rights topics such as 

female genital mutilation/cutting. 

Libel/Slander Laws: Criminal libel and slander laws were repealed in 2019; nonetheless, 

government officials occasionally used the threat of civil defamation suits to intimidate 

critics or political opponents. For example, on July 14 a civil law court ordered the shutdown 

of Spoon Network, which had been embroiled in a defamation suit filed by Wilmot Smith, 

the former Deputy Director General of the Liberia Institute of Statistics and Geo-

Information Services. The PUL denounced the order, considering it a direct infringement on 

freedom of expression and the free press. Following the closure, the government clarified it 

was not a party to Smith’s lawsuit, but the PUL noted Wilmot Smith was a close confidante 

of Finance Minister Samuel Tweh and a member of the ruling Coalition for Democratic 

Change (CDC) party. 

 

イ ●フリーダムハウス「世界の自由 2024 年版‐リベリア」（2024 年 3 月 1 日） 

https://www.ecoi.net/en/document/2107757.html
https://www.ecoi.net/en/document/2107757.html
https://freedomhouse.org/country/liberia/freedom-world/2024
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D Freedom of Expression and Belief 

… 

Liberia’s constitution provides for freedom of speech and the press, but these rights are 

sometimes restricted in practice. Investigative reporters receive threats, including from 

members of the government who have vowed to sue in response to journalistic inquiries. 

Although the 2019 Press Freedom Act effectively decriminalized libel, “sedition,” and 

“criminal malevolence,” defamation remains a civil offense, and journalists risk jail time 

for nonpayment. Investigative reporting can lead to media houses being summoned to court. 

In July 2023, a civil court issued a closure order against the Spoon Network, a television 

and radio broadcaster, over a defamation case filed by Wilmot Smith, a former government 

official. The broadcaster had reported on corruption allegations against Smith. The 

broadcaster was allowed to resume its operations in August. 

Law enforcement agencies and political actors constitute the main source of security 

problems for journalists. The United Nations counted eight attacks on journalists during the 

2023 electoral period. The offices of the New Dawn newspaper were attacked by 

approximately 100 armed assailants in a nighttime raid in October, leaving two staff 

members injured. 

 

ウ ベルテルスマン財団「BTI 国別レポート 2024 年‐リベリア」（2022 年 2 月 23

日） 

政治参加 

… 

多岐に渡る政治観を表す国営および民間のメディアは多種存在し、憲法は表現

の自由を保護している。一般的に、市民およびメディアは批判的な意見を表明す

ることはできる。但し、政界の個々の高官は記者への脅迫を試みた。政府に批判

的な活動家は普段から匿名の電話または招かざる訪問者により脅迫されていると

訴えている。メディアスタッフの収賄は蔓延しており、記者の誠実さはしばしば

疑われる。これにも関わらず、ヘイトスピーチ対処と、国際的なパートナーによ

るメディア職への客観的報道の研修により力が注がれるようにはなった。 

… 

 

前記「3 関連する政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い」

セクションも参照ください。 

 

11. 宗教の自由 

(1) 信教の自由 ＜2025 年 9 月 18 日更新＞ 

ア 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2021 年‐リベリア」（2022 年 6 月 2

https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBR
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/LIBERIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
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日） 

セクションⅠ 宗教人口 

米国政府の推計では、人口は 520 万人（2021 年半ば）である。利用可能なうち

の最新である 2008 年国勢調査によると、人口の 85.6%がキリスト教、12.2%がイ

スラム教、1.5%が無宗教、0.6%が土着宗教、その他 1%未満がバハイ教徒、アハマ

ディヤ教徒、ヒンズー教徒、シーク教徒や仏教徒などのその他の宗教集団である。 

イスラム教徒の団体は、イスラム教徒が人口の 20％を占めていると述べ、これら

公式の統計に異議を唱え続けており、政府に新しい国勢調査を行うよう要求して

いる。 

キリスト教の宗派には、アフリカン・メソジスト監督派教会アフリカン・メソジ

スト監督派シオン教会、バプティスト派、末日聖徒イエス・キリスト教会〔The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints〕、監督派教会、エホバの証人、ルーテル教

会、長老派教会、ローマカトリック、セブンスデーアドベンティス教会、統一メソ

ジスト、ペンテコステの各種教会などがある。宗教団体の信者の多くはまた、先住

民の伝統的な信仰や習慣の要素を自分たちの宗教的実践に取り入れている。 

… 

法的枠組み 

憲法は、宗教と国家の分離を規定し、すべての人に思想、良心及び宗教の自由が

あることを定めている。また、公共の安全、秩序、健康、道徳、または他人の権利

を保護するために法律で義務づけられている場合を除き、何人もこれらの権利の

行使を妨げられてはならないとされている。 

※ サンデ及びポロの関係は、後記「14 伝統的な秘密結社（サンデ、ポロ）」を

ご覧ください。 

 

12. 国籍、民族および人種 

(1) マンディンゴ／マンディンカ ＜2025 年 10 月 23 日更新＞ 

ア OFPRA「リベリア：ロファ郡におけるマンディンゴ族とロマ族の異なる民族

間の緊張関係」（2024 年 12 月 2 日） 

1.2. 内戦後の緊張  

ロファは、内戦（1989-2003 年）で最も深刻な被害を受けた郡である。 この地域

は、チャールズ・テイラー率いるリベリア国民愛国戦線（NPFL）に対抗するため、

シエラレオネとギニアが支援する様々な武装勢力の戦略的拠点として利用されま

した［注 11］。歴史的に、マンディンカ族とロマ族は、対立する派閥を支持してい

ると非難し合い、分裂を深めてきた［注 12］。マンディンカ族が支配する反政府勢

力「リベリア和解民主連合（LURD）」によるロファ郡の支配は、マンディンカ族

の旧領地への迅速な帰還を可能にした。しかし、これは土地紛争を悪化させまし

た。なぜなら、彼らが以前ロマ族が所有していた家屋や土地を占拠したケースもあ

ったからです［注 13］。この対立は戦後も続き、地域の政治に影響を与えました。

https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2412_lbr__loma_et_mandingues_a_lofa_163561_web.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2412_lbr__loma_et_mandingues_a_lofa_163561_web.pdf
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実際、2005 年の選挙では、マンディンカ族は、自分たちの保護者であると見なし

ていたリベリア統一民主解放運動（ULIMO）のリーダー、アルハジ・クロマを支

持し、一方、ロマ族は、チャールズ・テイラーの元同盟者と見なしていたエレン・

ジョンソン・サーリーフなどの対立候補を支持した［注 14］。 

 

イ 英国内務省「出身国情報重要文書 リベリア 2006 年 4 月版（仮訳）」入管庁

ウェブ（2006 年 4 月） 

MANDINGOS  

6.50 USSD 2005 は述べている。 

「今年（2005 年）、Mandingo と非 Mandingo の人種的、宗教的、またその他の

対立が 続いているが、前年のような暴動にはいたっていない。Taylor 政権下で

は、多くの Mandingo が差別、恣意的逮捕、暴力などのために故郷から逃げ出

したが、今年 （2005 年）Mandingo 族は Lofa, Bong, Nimba の各郡に戻りつつ

ある。」 [2a] (Section 5)  

6.51 UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）は、2005 年 8 月 3 日付けリベリア

の庇護希望 者に関するポジションペーパーの中で述べている。  

「Mandingo 族の特別な状況には特別に配慮する必要がある。Mandingo 族はリ

ベリアの少数民族の一つである。このグループのメンバーは、何世代にもわた

ってリベリアに住みつき、中にはもともとリベリア出身の人もいるにも関わら

ず、常に先住民族ではないよそ者とみなされてきた。彼らは旧大統領サミュエ

ル・ドウ体制と経済的に結びついた中産階級のビジネスマンとして知られてい

る。ドウ体制とのそのような結びつきのせいで、チャールズ・テーラー（コン

ゴ）が引き起こしたリベリア紛争の間にも、その後の政権間でも、迫害の標的

となった。Mandingo 族のメンバーは、今でもリベリアの他の民族集団、特に

モンロビア市、および Nimba と Lofa の各郡で Gio および Mano との共存が困

難である。Mandingo 族の状況は、他の部族と異なり、彼らがリベリア国内の

特定の地域に属するというアイデンティティを持たないという事実により、さ

らに複雑になっている。彼らは国境地域の各郡（主に Nimba と Lofa）および

モンロビアに定住している。彼らは原住民（自分たちを先住民族であるとみな

す他の部族）から完全なリベリア国民であると認められていないため、リベリ

ア憲法に従えば、リベリアで土地を所有する権利を認められないこともある。

しかしリベリア憲法とリベリア国籍法は、リベリア国籍取得の一形態としての

出生地主義を認めている。法的には、リベリアに移住（主にギニアから）した

Mandingo だけがリベリア国籍取得で問題になる。リベリアで生まれた彼らの

子孫はリベリア国民として認められるべきである。これに関して、Mandingo

族からの要請には反発が大きいと思われ、彼らが再び土地所有の権利を認めら

れるかどうかはまだわからない。」[15b](p3) 

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930002701.pdf
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(2) 白人 

ア IRDC「Information on acquiring Liberian citizenship by virtue of marriage to a 

Liberian citizen. Whether a child has an entitlement to Liberian citizenship by 

descent. Whether a child born outside Liberia is entitled to Liberian citizenship.」

refworld（2011 年 8 月 31 日） 

世界の市民権法〔Citizenship Laws of the World〕の中のリベリアの記載は以下

のとおり。 

「市民権：市民権法はリベリア共和国憲法に基づく。リベリア憲法には「前向き

なリベリア文化、価値観、および品格を保存し、培い、維持するため、ニグロま

たはニグロの血統の者のみ、出生または帰化によりリベリアの市民となる資格

を有する。」と述べている。 

· 出生による場合：リベリアの領土内における出生では自動的に市民権は付与さ

れない。唯一の例外は両親が不明な子の出生とする。 

· 血統による場合：子は、少なくとも片方の親がリベリアの市民であれば、出生国

を問わない。 

· 帰化による場合：憲法に定める要件以外の情報は提示されていない。（米国人事

局調査部〔United States Office of Personnel Management Investigations Service〕（2001

年 3 月）世界の市民権法〔Citizenship Laws of the World〕119 頁） 

… 

第 21.1 項「帰化の適格性」でこの書類は以下のとおり述べている。 

「1．人種 いかなる者も、ニグロまたはニグロの血統でない限り帰化しては

ならない。」 

 

イ 記事「Liberia - the country where citizenship depends on your skin colour」BBC

（2018年 3月 26日） 

… 

アフリカの西海岸にあるリベリアは、アメリカ合衆国での想像を絶する悲惨さ

を逃れ、大陸に戻る解放奴隷のふるさととして建国された。 

とすると、憲法が制定された時に、「有色人種の自由民の避難所および安息の

地」を創るため、アフリカの血統の者のみに市民権を制限する条項が設けられた

ことは恐らく驚くべきことではない。 

数百年後、リベリアの新大統領である元サッカー選手のジョージ・ウェアはこ

の規則を「不必要、人種差別的かつ不適切」と表現した。 

そのうえ、ウェア氏は、人種差別が「自由」を意味するラテン語の単語

「liber」から派生する「リベリアの定義自体と相反する」と言った。 

この発言はリベリアの一部に衝撃をもたらした。 

https://www.refworld.org/docid/4e7b27a72.html
https://www.refworld.org/docid/4e7b27a72.html
https://www.refworld.org/docid/4e7b27a72.html
https://www.refworld.org/docid/4e7b27a72.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-43113979
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実業家のルーファス・オウラグボ〔Rufus Oulagbo〕は BBC に対して「白人は

確実に黒人リベリア人を奴隷にする」と断言した。 

… 

こういった怖れを口にするのはオウラグボ氏だけではない。新しい利益団体で

ある非ニグロの市民権および土地所有権に反対する市民運動〔Citizen's Action 

Against Non-Negro Citizenship and Land Ownership〕が、大統領の計画に対抗するた

めに設立された。 

… 

 

(3) 二重国籍 

ア Citizenship Rights in Africa Initiative「Liberia」（2022 年 12 月 22 日閲覧） 

… 

2022 年まで、憲法と外国人国籍法〔Aliens and Nationality Law〕を組み合わせ

た効果は、あらゆる状況で成人の二重国籍を禁止することだった。2020 年に行わ

れた、全ての場合に二重国籍を認める（およびその他の修正案を含む）憲法改正

のための国民投票は成功しなかった。但し、法令の 2022 年改正では、別の市民

権を取得するリベリア市民がリベリア市民権を保持することを認めている。当該

改正は、自動的に市民権を喪失する法定条項は憲法違反と下された 2019 年最高

裁判決の後に行われた。但し、一方の親がリベリア人でもう一方の親が外国人で

ある者の場合については曖昧さが残り、憲法では、リベリア市民権を保持する場

合は 23 歳までに他方の市民権を成人として放棄することが義務づけられてい

る。 

… 

 

13. 出入国および移動の自由 

 

14. 伝統的な秘密結社（サンデ、ポロを含む） ＜2025 年 11 月 6 日更新＞ 

(1) 全般的な情報 

ア 国連リベリア・ミッション（UNMIL）「リベリアにおける伝統的慣習に起因す

る人権問題の評価」（2015 年 12 月）＜ecoi＞ 

4. リベリアにおける伝統的・文化的結社と慣習の概要 

… 

15. サンデおよびポロは、リベリア北部・西部・中部の大部分の住民に強い影響

を与えている［注 11］。サンデは、女性の加入儀式として女性器切除（FGM）を

受けることを義務づけており、そのためこれらの地域では FGM の実施率が最も

高い。また、「神判（厳しい試練による裁き）」や「呪術による咎め」も、これら

http://citizenshiprightsafrica.org/region/liberia/
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
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の地域では一般的に行われている。 

16. 南東部のグランド・ゲデ〔Grand Gedeh〕郡、グランド・クル〔Grand Kru〕郡、

メリーランド〔Maryland〕郡、リバー・ジー〔River Gee〕郡及びシノエ〔Sinoe〕

郡には、サンデおよびポロはほぼ存在しない。この地域には、別の文化的又は宗

教的な結社や組織／機能として、クイ（Kui ）結社やボディオ〔Bodio〕〔訳者注：

グレボ族の首長〕の司祭ら、地域の神託者や信仰団体などが存在する［注 12］。

南東部の民族は、通常 FGM を行わないが、しかし神判や呪術による咎め、その

他の伝統的・文化的な慣習はこの地域でも実施されている。 

… 

 

イ SFH「リベリア：秘密結社」（2024 年 8 月 6 日）＜ecoi＞ 

2 リベリアの秘密結社 

ポロ（男性向け）とサンデ（女性向け）の秘密結社は、同国のほとんどの地域に

存在している。カナダ移民・難民委員会（IRB）は、リベリアのサンデ秘密結社に

関する情報請求の回答において、複数の情報源に基づき、サンデは女性向けの秘密

結社であり、ポロはその男性版であると指摘している。これらの 2 つの秘密結社

は、国の北部と西部、および中央部に存在するが、東南部ではほとんどまたは全く

存在しない。国内には他の秘密結社も存在するとされているが、これらの結社は女

性性器切除（FGM）を女性に対して行っていない（IRB、2017 年 2 月 22 日）。米

国務省（USDOS）の最新の宗教的自由に関する報告書では、伝統的なポロ（男性

向け）とサンデ（女性向け）の秘密結社（しばしば「ブッシュ・スクール」または

「秘密結社」と呼ばれる）が、国の北部、西部及び中央部に存在していると指摘さ

れている。これらの結社は、伝統的な宗教的・文化的慣習を組み合わせている（米

国国務省、2024 年 6 月 30 日）。 

この秘密結社は、「文化の守護者」として、そして「コミュニティの調和」の保

証人として、伝統的な知識の伝承において重要な役割を果たしている。秘密結社の

活動と実践は、神聖な性格を有している。欧州連合難民機関（EUAA）は、リベリ

アにおける国連ミッション（UNMIL）の 2015 年報告書に基づき、ポロとサンデの

秘密結社は「リベリアの大部分で文化の守護者として機能し、地域に数百年にわた

り存在している」と記載している。これらの結社は、コミュニティの調和に資する

価値観とスキルを育むものとされている。彼らは子どもたちを成人へと導く役割

を果たしている。EUAA は、人権高等弁務官事務所（OHCHR）を引用し、教育機

関が欠如する中、これらの団体が若年成人への訓練を提供し、伝統的な知識の伝承

役を果たしてきたと指摘している。EUAA はまた、ニュー・ドーン紙の情報を引用

し、これらの結社が、「3 歳から 5 歳までの男女が人生の課題についての教育を受

けるブッシュ・スクールを運営している」と述べている。男子に教えられる内容に

は、狩猟、農業、家族のケアと防衛が含まれる。女子には、料理、将来の夫や乳児

や家族へのケアなどが含まれる（EUAA、2024 年 5 月 28 日）。EUAA は、2015 年

の MINUL 報告書を引用し、秘密結社の実践と活動は神聖視されており、メンバー

https://www.ecoi.net/en/file/local/2114935/240806_LIB_societes_secretes.pdf
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は公然と議論することができないと述べている。メンバーでない者がこれらの慣

習を観察することは、「これらの慣習の神聖性を冒涜する行為」とみなされている

（EUAA、2024 年 5 月 28 日）。 

… 

 

※ 原文フランス語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。 

 

ウ EUAA「COI クエリー［Q31-2024］リベリア：ポロ秘密結社」（2024 年 5 月 28

日） 

1. 背景情報 

秘密結社とは、ポロも含むが、伝統的で宗教的かつ文化的な慣習を用いて［注

6］、「共同体の調和に役立つような価値観を植え付け、技能を教え」［注 7］、「子ど

もたちを成人の世界へと導くものである」［注 8］と、古くから信じられている。

同様に、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は、これらの結社について「正式

な教育制度が存在しなかった時代には若者の訓練の場であり、より近代的な時代

には伝統的知識を継承する場となっている」と指摘している［注 9］。 

リベリアの首都モンロビアを拠点とする地方新聞『ニュー・ドーン』によれば、

ポロを含むこれらの結社は「ブッシュ・スクール／森の学校）を運営しており、3

歳から 5 歳の幼い子どもたちが入学し、生活に関わるさまざまな事柄、中には「戦

いの授業」もある」という［注 10］。同紙によれば、これらの「学校」では「伝統

的教育」が行われており、授業は、男性には「狩猟や農業、家族の世話や防御」、

女性には「料理、将来の夫や赤ん坊や家族の世話」なども含まれているという［注

11］。さらに、同じ情報源によれば、女性や少女のサンデへの加入儀式において、

女性器切除（FGM）が含まれるとの報告もある［注 12］。ジェンダーに基づく暴

力、特に FGM の蔓延に関して報告したベルテルスマン財団（Bertelsmann Stiftung）

による 2024 年のリベリア国別報告書では、「秘密結社への加入が減少しているの

は、人々が女性器切除や誘拐、秘密結社への強制的な加入儀式に対して抵抗するよ

うになったためであり、その結果、報告期間（2021 年 2 月 1 日から 2023 年 1 月 31

日）中に誘拐や強制加入が増加している」と記載されている［注 13］。 

情報源によると、ポロを含む秘密結社の慣習や活動は神聖なものとされており、

公に議論は今までできなかった［注 14］。上記の 2015 年の国連リベリア派遣団

（UNMIL）報告書によれば、これらの結社の慣習や儀式は「厳格な文化的規範」

を固守しており、非構成員による見解は、「これらの儀式の神聖さを侵す」と判断

されている［注 15］。 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2110031/2024_05_EUAA_COI_Query_Response_Q31_Liberia_Poro_secret_society.pdf
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エ FIS「リベリア：女性器切除（Liberia/ Naisten ympärileikkaus, naisten salaseurat, 

viranomaissuojelu, sande, zoe, golat, mandet, mendet ）」（2021 年 10 月 28 日） 

リベリアの女性割礼問題に関する 28 Too Many の報告書（2019/9）には、サンデ

という言葉について次のように書かれている。「リベリアでは、サンデとは、割礼

を含む儀式を用いて、サンデが運営するブッシュ・スクールに参加する女性の秘密

共同体に与えられる名前である。サンデはまた、サンデ・コミュニティが生者と死

者の間を取り持つ霊的存在に与える名前でもある。伝統的に、サンデという制度は

女性の生活の中心であり、それはサンデのブッシュ・スクールの時間中、女性に政

治的独立、コミュニティ内での尊敬、移動と交際の自由の手段を提供するからであ

る。さらに、サンデという制度は、社会関係や女性の生活条件を仲介する力を与え

てくれる。割礼は、上記の社会的恩恵を受けるための条件である。割礼を拒否する

ことは「権利剥奪」につながる［注 46］。女性がサンデ共同体の一員でなければ、

その共同体では何の力も持たない。ロファ郡の割礼を受けていない女性は、kpolo 

wa（罪人）と呼ばれる。出典では、kpolo wa がどの言語かは言及されていない［注

47］。割礼は不道徳な行為を減らし、生殖能力を高めると信じられている［注 48］。 

… 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。脚注の

詳細は原文をご覧ください。 

 

オ ACCORD「リベリアに関するクエリー回答 [a-10332]：ポロ結社に関する情報」

（2017 年 9 月 22 日） 

・ Landinfo - ノルウェー原産国情報センター：リベリア・シエラレオネ：ポロ/サ

ンデと他の「秘密の共同体」、2010 年 3 月 30 日 

http://www.landinfo.no/asset/1189/1/1189_1.pdf 

「要約 

ポロ/サンデは、シエラレオネの大部分およびリベリアの大部分において重要な

制度である。コミュニティのほとんどのメンバーは、子ども時代を終えて成人にな

ることを示す入会の儀式を経て、ポロ／サンデに入会する。男性はポロ、女性はサ

ンデの一員となる。ポロ／サンデは地域における重要な権力の中枢であり、リベリ

アとシエラレオネの政治エリートは、これらの機関に参加し、一部を支配しようと

してきた。一部の外部者は、ポロ／サンデ内で儀式的な殺害や人身供犠が行われて

いると主張しているが、研究者は、そのような行為はむしろリベリアとシエラレオ

ネの一般市民から存在を隠蔽しているより排他的な秘密結社によって行われてい

る可能性が高いと指摘している。」（Landinfo、2010 年 3 月 30 日、3 頁） 

… 

※ 原文ドイツ語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。 

 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/LiberiaFGMjasalaseuratlokakuu2021.docx
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/LiberiaFGMjasalaseuratlokakuu2021.docx
https://www.ecoi.net/en/document/1410296.html
https://www.ecoi.net/en/document/1410296.html
http://www.landinfo.no/asset/1189/1/1189_1.pdf
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カ IRBC「クエリー回答［LBR105687.FE］リベリア：サンデ秘密結社、その活動・

組織・指導者、指導者役を拒否した場合の結果；サンデの権力、その慣行に異

議を唱える者や反対する者への対応；サンデによる脅威にさらされた者に対す

る国家保護（2012 年～2016 年 11 月）」（2017 年 2 月 22 日） 

1.1 定義・役割・活動 

サンデの役割は、少女たちに成人女性になるための準備をさせることである（ノ

ルウェー（Norway）、2010 年 3 月 30 日、3 頁；イクオリティ・ナウ（Equality Now

〔米国の国際人権団体〕）、2015 年 10 月 2 日）。 

情報源によれば、加入儀式では少女たちは次のようなことを教えられる： 

⚫ 妻となり、そして夫の世話をする方法（Pulitzer Center〔米国のジャーナリズム

支援 NGO〕、2012 年 3 月 30 日；IBIS、2012 年 4 月 18 日、7 頁；VOA、2016

年 10 月 13 日） 

⚫ 家庭の管理方法（同上；Pulitzer Center、2012 年 3 月 30 日） 

⚫ 母親になる方法（IBIS〔デンマークの NGO、2016 年 Oxfam と合併〕、2012 年

4 月 18 日、7 頁） 

⚫ 正しい性的行動（VOA〔Voice of America、米政府出資の国際放送機関〕、2016

年 10 月 13 日） 

⚫ 社会生活上のマナー（同上；IBIS、2012 年 4 月 18 日、7 頁） 

⚫ 社会的地位に就く方法（Equality Now、2015 年 10 月 2 日） 

加入儀式の過程で、彼女たちは『秘密』を学び、それを他に漏らしてはならない

（Pulitzer Center 2012 年 3 月 30 日；28 Too Many〔英国の NGO〕 2014 年 12 月 28

日、20 頁）。これらの「秘密」やサンデ全般に関する情報については、1997 年 8 月

の情報リクエストへの回答 LBR27521 および 2002 年 3 月の情報リクエストへの

回答 LBR38472 を参照のこと。 

サンデのメンバーの訓練は、ブッシュ・スクール（Sande bush または Sande grove、

森のキャンパス）で行われる（国連 2015 年 12 月、段落 46；VOA 2016 年 10 月 13

日）少女たちはこの期間に、家庭生活および社会生活に関する訓練を受け、結婚に

相応しくなって卒業する（同上；Equality Now 2015 年 10 月 2 日；IFEECH 2015 年

10 月 14 日）。女性器切除（FGM）がこの加入儀式の一部であるとの報告もある（国

連 2015 年 12 月、段落 15；米国 2016 年 4 月 13 日、16 頁；VOA 2016 年 10 月 13

日）。 

… 

 

キ 米国労働省「児童労働の最悪の形態に関する調査結果 2018 年：リベリア」（2018

年 9 月 27 日）＜ecoi＞ 

児童法第 9 条は、1 年生から 9 年生までの無償の初等教育を義務付けているが、

制服や交通費、教科書、学用品などの費用のために、中には就学できない子供たち

https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://www.ecoi.net/en/file/local/2017743/Liberia.pdf
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もいる。中等教育（10 年生から 12 年生）では、教員の不足や不十分な教材、教育

施設の欠如、交通手段の不備などが報告されており、これらすべてが教育へのアク

セスを制限している。さらに、教員の中には、良い成績を与えると約束して生徒を

脅して、性的搾取を行う者もおり、その結果、子どもたちは登校を避けたり退学し

たりしているという事例も報告書で指摘されている。さらに報告書によると、子ど

もを成人へと移行させる伝統的な儀式のために、「ブッシュ・スクール（bush 

school）」へ入会するよう、男子と女子を送る慣習が継続していることも記載され

た。少年たちはタトゥーや割礼などの儀式を受けることによってポロと呼ばれる

結社へ移行する。少女たちのサンデへの加入儀式に含まれるのは、女性器切除

（FGM）やその他の儀式である。このような慣習は、公的な学校教育を妨げ、女

子の退学、早婚、10 代での妊娠につながりかねない。加入儀式への参加のために

学校から退学させられた子どもたちは、多くが儀式後に学校へ戻らないため、容易

に児童労働をさせられる。 

 

(2) 宗教との関係 

ア 国連リベリア・ミッション（UNMIL）「リベリアにおける伝統的慣習に起因す

る人権問題の評価」（2015 年 12 月）＜ecoi＞ 

4. リベリアの伝統的・文化的結社と慣習の概要 

14. サンデ（女性の秘密結社）とポロ（男性の秘密結社）は、リベリアの多くの

地域で「文化」の守護者として信頼され、数世紀にわたりこの地域に存在してき

た。これらの結社は、共同体の調和に資する価値観を植え付け、成人後の厳しさ

に備えるための技能を教える団体であると、伝統的に信じられている。さらに、

精神的な側面も有していながら、宗教的組織とは見なされていない。実際、サン

デやポロの殆どの会員は、キリスト教またはイスラム教の信者でもある。 

… 

 

6.6.4. 宗教の自由および移動の自由に対する制限 

101. 国連リベリア事務所人権保護部門 HRPS は、政府による介入のない人権侵

害に該当する可能性がある、ポロ構成員やその他の伝統派の者らによる嫌がら

せや脅しに関する 4 件の報告を受けた。これらの関係者が、信教の自由や移動

の自由を制限する場合もあったという。HRPS が受けた報告は、たとえば、2014 

年 3 月、シノエ〔Sinoe〕郡カバダ〔Kabada〕において、ある「カントリー・デ

ビル」〔ポロ結社における精霊〕が、イスラム教に改宗したという男に腹を立て、

その男を捜索するために地域集会を混乱させたというものであった。その「カン

トリー・デビル」は、およそ 50 人の地域住民を約 3 時間拘束した。地区の首

長と伝統的指導者らの介入により、「カントリー・デビル」の気分を害したとさ

れる男性は釈放されたが、生きたヤギ 2 頭と 1,000 リベリアドルを罰金として

支払うことが条件であった。別のケースでは、2014 年 1 月に、モンセラード

https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
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〔Montserrado〕郡ベントル市〔Bentol City〕のザイオン・プレイズ・バプテスト

教会〔Zion Praise Baptist Church〕で、ある「カントリー・デビル」が祈祷礼拝を

妨害し、信徒たちを追い払ったことがあった。 

… 

 

(3) 伝統的実践者 

ア SFH「リベリア：秘密結社」（2024 年 8 月 6 日）＜ecoi＞ 

2.1 サンデ社会 

… 

サンデは「ゾーイ」と呼ばれる女性たちによって率いられており、彼女らはコ

ミュニティに非常に大きな影響力を持ち、その役割は母から娘へと受け継がれる。

IRB が参照した資料によると、サンデは階層的な組織構造を持ち、伝統的な実践者

である「ゾーイ」が率い、ブッシュの学校を運営し、女性性器切除（FGM）を実施

している。これらのゾーイは、コミュニティに大きな影響力を持っているとされて

いる。階層は秘密主義に基づいており、地位が高いほど、明かされる秘密の知識が

多くなる。ゾーイの権力は世襲制で、通常は母親から長女に継承される（ IRB、

2017 年 2 月 22 日）。国際危機グループ（ICG）が IRB で引用しているように、ゾ

ーイはコミュニティ内で大きな影響力を持ち、政治家たちは農村部で支持を獲得

し、正当性を確立するために彼らを頻繁に利用している（ IRB、2017 年 2 月 22

日）。 

※ 原文フランス語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。 

 

イ FIS「リベリア：女性器切除（Liberia/ Naisten ympärileikkaus, naisten salaseurat, 

viranomaissuojelu, sande, zoe, golat, mandet, mendet ）」（2021 年 10 月 28 日） 

ゾーイという言葉は、ブッシュ・スクールを運営し、伝統的な割礼師として活動

するサンデ族のコミュニティのリーダーを指す［注 70］。ゾーイはまた、伝統的な

出産介助者としての役割も果たすことが多い［注 71］。ゾーイはコミュニティで重

要な役割を果たしており、割礼は彼らの主な収入源である 

… 

スポットライト・イニシアチブのウェブサイト（2021 年 6 月 14 日）によると、

2019 年 12 月以降、約 300 人の伝統的割礼師が割礼に代わる生計手段を見つけたと

いう。記事の取材に応じたサンデ・コミュニティの元割礼師によると、割礼師が伝

統に終止符を打つことができるのは、自分自身でビジネスを営む可能性があるか

らだという［注 79］。 

… 

この調査によると、伝統医療に携わるハーバリストや「農村医者」は、正式な医

療が長期間存在せず、地元の治療法しか利用できなかった紛争時代を若い頃に生

https://www.ecoi.net/en/file/local/2114935/240806_LIB_societes_secretes.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/LiberiaFGMjasalaseuratlokakuu2021.docx
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/LiberiaFGMjasalaseuratlokakuu2021.docx
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きた高齢者である。インタビュアーのうち、後継者を育てていると答えたのは前述

のハーバリスト 1 人だけであり、ハーバリストの数は今後減少すると予想される

［注 85］。しかし、このような「農村医療」はサンデ・コミュニティでは続いてお

り、母親が娘らを訓練している［注 86］。 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。脚注の

詳細は、原文をご覧ください。 

 

ウ IRBC「クエリー回答［LBR105687.FE］リベリア：サンデ秘密結社、その活動・

組織・指導者、指導者役を拒否した場合の結果；サンデの権力、その慣行に異

議を唱える者や反対する者への対応；サンデによる脅威にさらされた者に対す

る国家保護（2012 年～2016 年 11 月）」（2017 年 2 月 22 日） 

1.2 組織、階層、運営 

サンデはゾーイ（zoe）と呼ばれる伝統実践者たち（UN 2014 年 3 月 20 日, 13 頁；

UN 2015 年 12 月, 19 頁；28 Too Many 2014 年 12 月, 9 頁）が率いており、彼女たち

は「ブッシュ・スクール（森の学校）」を運営し、女性器切除（FGM）を施し、ま

た出産介助者としての役割も担っている（同上）。情報源によれば、ゾーイたちは

地域社会で大きな影響力を持っている（International Crisis Group 2004 年 1 月 30 日, 

21 頁；28 Too Many 2014 年 12 月, 9 頁）。 

 「ゾーイの首長（chief zoe）」が権限を行使して、サンデの全体を国家レベルで

統括している（UN 2015 年 12 月, 段落 19）。 

サンデは階層的に組織されている（Lavenda 他 2007 年 2 月 16 日、オーストラ

リア 2009 年 4 月 6 日報告書, 第 1 節；Bledsoe 1980、ノルウェー 2010 年 3 月 30

日, 6 頁）。この階層制度は「秘密の厳守」に基づいており、地位が高いほど、明か

される秘密や知識はより多くなる（Lavenda、Robert 他 2007 年 2 月 16 日、オース

トラリア 2009 年 4 月 6 日報告書, 第 1 節同上）。また、階層は年齢とも結びつい

ている。 

若い入門者の地位は最も低いが、同じ部族民でも秘密結社に属していない少数

の者よりは格が高い。それは多くの人々が、非入門者は重要な文化的秘密を知らな

い無知な者であると思っているからだ。一般に、年長であればあるほど、たとえ何

かの役職についていなくても、秘密結社内では高い地位を有する。（Bledsoe 1980、

ノルウェー 2010 年 3 月 30 日, 6 頁） 

 

1.2.1 ゾーイの選出 

『秘密の言語（The Language of Secrecy）』（1984 年）の著者である B.L.ベルマン

（Ｂ.L.Bellman）によると、サンデにおけるゾーイの権力は世襲制であり、母から

娘へと受け継がれる（オーストラリア 2007 年 6 月 12 日, 第 5 節）。通常は長女に

継承されるが、後継者の選定にあたっては「薬（medicines）」の扱いに対する関心

や技能も考慮されることがある（同上）。… 

https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
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エ 国連リベリア・ミッション（UNMIL）「リベリアにおける伝統的慣習に起因す

る人権問題の評価」（2015 年 12 月）＜ecoi＞ 

4. リベリアにおける伝統的・文化的結社と慣習の概要 

… 

19. サンデおよびポロでは、伝統的実践者は「ゾーイ〔zoe〕」と呼ばれ、それぞれ

の結社内で指導的地位を占めている。この呼称は、これらの結社がほとんど存在

しないリベリア南東部では一般的には使われていない。全国的には、ポロのゾー

イおよびサンデのゾーイが、それぞれの結社の権力を掌握し、監督している。 

 

オ Action Against Hunger USA、Concern Worldwide、Irish Aid「最終報告書 ― 栄

養因果分析（Link Nutrition Causal Analysis）; 2019 年 10 月～2020 年 3 月：グ

ランド・バッサ郡、グランド・ケープマウント郡、地方モンセラード郡、リバ

ーセス郡、およびサイノ郡」（2020 年 12 月）＜reliefweb＞ 

伝統的薬師（グランド・バッサ郡）［注 42］ 

「私は薬草医で、教会を通して活動しており、預言もできる。私は人が直面して

いるどんな問題も見抜くことができる鏡を持っている。私は、今は一介の薬草医だ

が、もともとはゾーイ〔秘密結社の指導者〕だった。私は若い頃、主からこの仕事

に就くよう召命を受けた。誰からも教えてもらったことはなかった。病人がここに

来たら、私がするのはただ祈ることだけだが、その人は良くなる。各地から多くの

人が、たとえばモンロビアのような遠い場所からも、私のもとにやって来る。私

は、土地の紛争や霊的な問題など、さまざまなサービスを提供しており、私にはど

んな病気でも治すことができる。子どもを望む人がいれば、その問題も解決でき

る。子どものはしかも治せる。授乳中の女性で母乳が出にくい人が私のところに来

ることもある［注 44］。私は特別なチョークを作り、それを乳房に塗ると、母乳が

出るようになる。妊娠中の女性が出産までここに滞在し、私のもとで安全に出産す

ることもある。 

 

(4) 人権侵害に相当しうる慣習等 

ア FIS「リベリア：イスラム教の棄教、キリスト教への改宗」（2025 年 3 月 7 日） 

…多くの宗教団体は、その構成員が秘密結社であるポロやサンデに強制的に勧

誘されていることについて懸念を表明している［注 21］。ベルテルスマン財団によ

ると、これら秘密結社は、その人気が、例えば、彼らが実践する女性器切除（FGM/C）

がますます広く非難されるようになったことなどにより、衰退しているため、強制

的な勧誘にますます頼らざるを得なくなっている［注 22］。… 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。脚注の

詳細は、原文をご覧ください。 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Liberia-KT1023-Tellukseen.docx
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イ EUAA「COI クエリー［Q31-2024］リベリア：ポロ秘密結社」（2024 年 5 月 28

日） 

2. 勧誘の慣習 

米国国務省（USDOS）は、リベリアにおける宗教の自由に関する 2022 年の報告

書の中で、キリスト教徒やイスラム教徒、バハイ聖霊会(Baha’I Spiritual Assembly) 

など複数の宗教組織が、ポロを含む秘密結社の指導者たちによる「彼らの信者への

強制的に加入儀式をさせられること」について懸念を表明し続けていると、報告し

た［注 16］。 

ポロによる入会勧誘に関連する事例として、情報源からは以下のような事例が

寄せられた。 

⚫ 2024 年 1 月 9 日、地方紙『ニュー・リパブリック』は、地元情報筋からの情

報により、ロファ郡で 22 歳の男性がポロのメンバーによって本人の意思に反

して連れ去られ、強制的に加入儀式をさせられたことを報じた［注 17］。この

事件の進行中に、被害者の祖父もポロのメンバーに殴打された、という［注

18］。同紙はまた、2024 年 1 月 11 日、「一部の伝統的指導者たち」により、こ

の男性はロファ郡フォヤ地区で解放された［注 19］。情報源によると、男性の

家族は彼の健康状態は良好であったことを確認した［注 20］。 

⚫ 米国国務省は、リベリア国立イマーム評議会（National Iman Council of Liberia, 

NICOL）からの情報として、2022 年 10 月に 60 歳の男性 1 人と 10 代の少年 2

人がズーア（Zuaah）とスーモ（Sumo）で、それぞれ誘拐された 2 件の事件を

記した。2 つの町はボミ郡セウン・メッカ地区にあり、主にイスラム教徒が住

み、彼らは「伝統的秘密結社」のメンバーによって誘拐され、強制的に加入儀

式をさせられたと、記した［注 21］。後者の事件の少年 2 人に関しては、2 人

が約 2 か月後、2022 年 11 月下旬から 12 月初旬にかけて解放されたと報告し

ているが、最初の事件（60 歳男性）については情報源からの追加情報はない

［注 22］。 

⚫ 地元紙『インディペンデント・プローブ』は、2022 年 9 月 24 日、ニンバ〔Nimba〕

郡サニクェリー〔Sanniquellie〕で勤務中のリベリア入国管理局（Liberia 

Immigration Service）職員がポロによって誘拐されたと報じた［注 23］。被害者

はキリスト教徒で、連合リベリア内陸教会（United Liberia Inland Church）の信

者で、数日後の 10 月 3 日に釈放された。記事には教会側の抗議と、サニクェ

リエ・クリスチャン・フェローシップおよび連合リベリア内陸教会の全国指導

者らによる介入の結果であった、と書かれていた。彼らは「ニンバ郡行政当局

とポロの指導者らとの非公開会合」を行い、当職員の釈放を要求した［注 24］。

また、この会合の際、「ポロの指導者たちは自らの行為を謝罪し、釈放まで 2

週間の猶予を求めた」と書かれていた［注 25］。 

⚫ OHCHR（国連人権高等弁務官事務所）によると、2021 年 10 月、国連職員 の

1 人が移動中にポロによって拉致され、強制的に加入儀式をさせられた。この

https://www.ecoi.net/en/file/local/2110031/2024_05_EUAA_COI_Query_Response_Q31_Liberia_Poro_secret_society.pdf
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男性は、国連の介入により 1 週間後に解放された［注 26］。2021 年 11 月に、

現地の新聞「フロント・ページ・アフリカ( Front Page Africa)」 は、内務大臣

がボン郡パンタ地区の伝統的首長を、「違法にポロの「聖地（Bush）を運営」

し、国連食糧農業機関（FAO）」の職員を強制的に拉致し、加入儀式をさせた

ことにより、停職処分にしたと報じた［注 27］。上記 2 件の情報が同一の事件

について言及しているかどうかについては、欧州連合庇護庁（EUAA）が参照

した情報源の範囲内では、時間劇な制限があり、裏付けを得ることができなか

った。 

⚫ 2021 年 10 月 5 日、ボン〔Bong〕郡グバータラ〔Gbartala〕で、ポロの指導者

たちによってセイント・アッセンブリー・ミニストリーズ・インターナショナ

ル教会の信者 11 名が拘束されたと報じられた［注 28］。内務省によれば、地

域共同体の指導者たちは、布教活動中であった 11 名の男性の拘留を要求した

のは、彼らが地元の伝統的文化規範を破り、住民の反感を誘発するよう地域の

文化を批判したので、地元当局に引き渡す意図があったからだという［注 29］。

11 名の男性は、内務省の介入および首都モンロビアの同省前で行われた教会

のメンバーによる抗議活動の結果、2021 年 10 月 7 日に釈放された［注 30］。

しかし、釈放前に彼らが強制的にポロに加入儀式をさせられた［注 31］との

主張は、伝統的指導者らが否定している［注 32］。 

⚫ アメリカ国務省（USDOS）は、リベリア全国ムスリム評議会（National Muslim 

Council of Liberia NMCL）の報告により、2021 年 10 月に、ボン郡でマンディ

ンゴ系民族の男性 2 名が伝統的指導者によって強制的にポロに加入させられ

たと、指摘した［注 33］。 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

ウ FIS「リベリア：女性器切除（Liberia/ Naisten ympärileikkaus, naisten salaseurat, 

viranomaissuojelu, sande, zoe, golat, mandet, mendet ）」（2021 年 10 月 28 日） 

トムソン・ロイター財団の記事（2014 年 2 月 6 日）でインタビューに答えたリ

ベリア女性平和ネットワーク（WOLPNET）のディレクター、マリアン・ゴニョー

ルによると、割礼は滅菌されていないカミソリやナイフで行われることが多く、そ

れを使って数人の少女を連続して切る［注 78］。 

… 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。脚注の

詳細は原文をご覧ください。 

 

エ ACCORD「リベリアに関するクエリー回答 [a-10332]：ポロ結社に関する情報」

（2017 年 9 月 22 日） 

・ 国連ニュースセンター：リベリア：国連報告書、人権を侵害する時折致命的な

https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/LiberiaFGMjasalaseuratlokakuu2021.docx
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/LiberiaFGMjasalaseuratlokakuu2021.docx
https://www.ecoi.net/en/document/1410296.html
https://www.ecoi.net/en/document/1410296.html
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文化慣行の廃止を呼びかけ、2015 年 12 月 18 日 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52856#.WcS1Yrg0HWQ 

「国連の高官らは本日、リベリアに対し、女性性器切除、秘密結社への強制加

入、魔女狩り、試練による裁判、儀式的な殺害など、文化慣習を装った致死的な人

権侵害を根絶するよう求めた。 

この報告書は、2012 年 1 月から 2015 年 9 月にかけて、被害者、家族、コミュニ

ティの指導者、政府関係者、市民社会関係者との詳細なインタビューを基に作成さ

れたもので、人権侵害が女性、子ども、高齢者、貧困層、障害者に特に深刻な影響

を与えていることを示している。犯罪行為が、その文化的背景を理由に処罰されな

いケースが多数存在している。［…］ 

また、別の秘密結社「ポロ」のメンバーによる誘拐、強制的な入会、拷問、強姦

も記録されている。ポロの規則に違反したとみなされた非会員は、例えばその聖域

に「不法侵入」したり、ポロの活動中に屋外に留まったりしただけで、強制的に入

会させられ、拷問を受け、2 件の記録された事例では集団強姦されたこともあっ

た。［…］ 

「当局は、この慣習の文化的側面を理由に、神裁に関する事件の捜査や起訴を躊

躇することが多い」と報告書は指摘している。「これにより、伝統的な関係者間に

広範な不処罰の文化が生まれている」。 

報告書は、儀式殺人の疑いのある 9 件の事件を記載しており、そのうちの 3 件

は昨年 8 月と 9 月に発生し、そのうちの 1 件では、ガンタのオートバイの運転手

が、儀式的な目的のために殺害されたとされている。この事件は暴動を引き起こ

し、この儀式殺人容疑で告発された男性が怒った群衆によって殺害された。 

「これらの事件は、儀式殺人事件において地方当局が行動を起こす能力と意思、

および加害者を責任追及する正式な司法制度に対する多くのリベリア人の不信感

を示している」と報告書は述べている。「この状況は、2017 年の総選挙を控え、儀

式殺人事件の件数が増加する可能性が高いことを踏まえると、深刻な懸念を招い

ている」。（国連ニュースセンター、2015 年 12 月 18 日） 

… 

※ 原文ドイツ語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。 

 

オ 国連リベリア・ミッション（UNMIL）「リベリアにおける伝統的慣習に起因す

る人権問題の評価」（2015 年 12 月）＜ecoi＞ 

6.2. ポロ結社への強制的な加入 

66. HRPS（人権保護課）は、少年や男性がポロへの強制的な加入儀式のために拉

致された事例を記録している。それらの中には、少年らが父母の承諾がないか、

知らないうちに連れ去られ、加入儀式をさせられたと考えられるケースもあっ

た。HRPS は、ポロは、その結社の聖域への侵入や、儀式の活動中に屋外に留ま

っているなど、結社の規律に違反したとみなした非構成員を強制的に加入儀式

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52856#.WcS1Yrg0HWQ
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
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をさせていることも確認している。さらに HRPS は、マリンディンゴ族

〔Mandingos〕（歴史的に差別を受けてきた少数民族）を標的とした強制入会が繰

り返されているという、憂慮すべき例も記録している。［注 94］ 

… 

6.6.1. 殺人 

93. 儀式による殺人以外にも、伝統的慣習を背景とした他の形態の殺人がある。

HRPS は、当局がこうした殺人事件の捜査や起訴を、伝統実践者が関与している

ために、ためらう傾向があることを確認している。地域社会もまた、同様の理由

でこうした犯罪の捜査に協力を拒む場合がある。HRPS が記録した 2012 年 7 月

にグランド・バッサ〔Grand Bassa〕郡ヤコブ・ラルテ〔Jakob Larteh〕町で起こ

ったある事件では、政府は 40 歳の男性の殺人事件の捜査を、法的権限を持つリ

ベリア国家警察（LNP）ではなく、伝統実践者に任せた。被害者は、加入儀式に

関する文化的な秘密を漏らしたとして、25 人乃至 30 人のポロのメンバーに襲撃

され殺害されたとされている。加害者と推定される者らは、リベリア国家警察が

現場を訪れるのを阻止し、「自分たちの結社に関わる問題を外部の者が調べるの

は文化的タブーだ」と主張した。その後、報告では内務省（MIA）が代表者を派

遣して事件を調査したとあるが、リベリア国家警察は関与していないと報告し

ており、調査結果は公表されなかった。 

… 

6.6.3. 拷問 

99. HRPS（人権保護課）は、ポロのメンバーらが、結社の掟に違反したとされる

者に対して拷問に等しいような行為を行ったケースを記録している。2015 年 5

月、ニンバ〔Nimba〕郡バーンプレイ〔Barnplay〕において、ポロの 5 人のメン

バーが、8 万 5,995 リベリアドル（約 1,000 米ドル）および生きたヤギ 10 頭の

「罰金」を支払えなかった 2 人の男性を拷問したとして、加重暴行の罪で起訴

された。この事件は、治安判事裁判所において正式な司法手続きのもとで進行し

ていたが、内務省（MIA）から派遣された高位のゾーイが介入し、伝統的な手段

によって事件を「解決」した。被害者らは、「深刻な結果」に直面すると脅迫さ

れ、この刑事事件を取り下げるよう圧力がかけられたと伝えられている。この事

件では、政府関係者が内務省を通じて司法に干渉し、拷問を「文化的」な問題と

解釈することで拷問行為に加担した。 

100. 2015 年 5 月に報告された別の事件では、ボミ郡クレイ地区タール・タウン

で、ポロのあるゾーイが、金を搾り取ろうとして口論になった 23 歳の男性を拷

問するよう命じたとされる。このゾーイは、ポロのメンバー達に命じて男性を拘

束し、罰として彼の脚に 4 インチ（約 10 センチ）の釘を打ち込ませた。伝えら

れているところでは、この事件は警察に通報されたが、警察は介入できないと言

った、と。その後、地区行政官と郡の行政官は、HRPS との会合を経て、事件を

調査する意向を示した。彼らにはこの件に対する明確な法的権限はないものの、

内務省の職員として、行政法の下で内務省に与えられた「文化的」業務を管轄す
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るという広範な権限に基づき、事件を調査することは可能である。しかし、本報

告書の発行時点では、何の調査も実施されていなかった。 

… 

 

カ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐リベリア（仮訳）」（2021 年 3 月 30 日）

＜入管庁ウェブ＞ 

2019 年 6 月，全国首長・長老評議会（National Council of Chiefs and Elders）及び

国務省は，国連女性機関（UN Woman）と EU スポットライト・イニシアチブの支

援を受けて，少女が農業や家事スキルを学ぶが，FGM/C などの加入儀式を受ける

ことの多いサンデ・スクール（Sande School）などの「ブッシュ・スクール」又は

伝統的な学校の活動を 1 年間停止することに合意した。この 1 年の期間は 2020 年

6 月に終わったが，伝えられるところによると，停止は今も続いており，これは主

に首長・長老伝統評議会（Traditional Council of Chiefs and Elders）が国務省と協働

して実施した。Sande（女性）及び Poro（男性）ソサエティーは，「シークレット・

ソサエティー」と呼ばれることも多く，伝統的な宗教的慣習及び文化的慣習を組み

合わせて，洗脳儀式の一環として FGM/C を行う。禁止されているにもかかわらず，

ブッシュ・スクールの活動と FGM/C が続いていると複数の人権団体が報告した。

（2020 年）4 月，フロント・ページ・アフリカ紙は，25 歳の女性が薬物を飲まさ

れて拉致され，サンデ・スクールへの加入儀式の一環として強制的に FGM/C を受

け，3 週間拘束されていたと報じた。この被害者は，自分の家族の誰かが儀式と手

順のためにお金を支払っていたと主張した。 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

※ サンデ（女性の伝統的な秘密結社）における FGM ついては、「4. ジェンダ

ー、DV および子ども」セクションもご覧ください。 

 

(5) 秘密結社内の儀式殺人 

ア ACCORD「リベリアに関するクエリー回答 [a-10332]：ポロ結社に関する情報」

（2017 年 9 月 22 日） 

・ 国連ニュースセンター：リベリア：国連報告書、人権を侵害する時折致命的な

文化慣行の廃止を呼びかけ、2015 年 12 月 18 日 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52856#.WcS1Yrg0HWQ 

… 

報告書は、儀式殺人の疑いのある 9 件の事件を記載しており、そのうちの 3 件

は昨年 8 月と 9 月に発生し、そのうちの 1 件では、ガンタのオートバイの運転手

が、儀式的な目的のために殺害されたとされている。この事件は暴動を引き起こ

し、この儀式殺人容疑で告発された男性が怒った群衆によって殺害された。 

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00031.html
https://www.ecoi.net/en/document/1410296.html
https://www.ecoi.net/en/document/1410296.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52856#.WcS1Yrg0HWQ
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「これらの事件は、儀式殺人事件において地方当局が行動を起こす能力と意思、

および加害者を責任追及する正式な司法制度に対する多くのリベリア人の不信感

を示している」と報告書は述べている。「この状況は、2017 年の総選挙を控え、儀

式殺人事件の件数が増加する可能性が高いことを踏まえると、深刻な懸念を招い

ている」。（国連ニュースセンター、2015 年 12 月 18 日） 

… 

※ 前掲。 

 

イ 国連リベリア・ミッション（UNMIL）「リベリアにおける伝統的慣習に起因す

る人権問題の評価」（2015 年 12 月）＜ecoi＞ 

4. リベリアにおける伝統的・文化的結社と慣習の概要 

… 

17. さらに、1949 年の「内陸部規則（Hinterland Regulations）」ですでに禁止され

たにも関わらず［注 14］儀式殺人に従事していると考えられる違法な結社がい

くつかある［注 13］、これには、レオパルド〔Leopard〕、ススカ〔Suska〕、トヤ

〔Toya〕、カラ〔Kala〕、ウアマ＝ヤマ〔Uama-Yama〕などの結社が含まれ、歴史

的にはリベリア南東部と結びついている［注 15］。しかしながら、儀式殺人はこ

れらの結社に限らず、国内の他地域でも発生している。 

… 

 

(6) 国家又は当局者の態度 

ア SFH「リベリア：秘密結社」（2024 年 8 月 6 日）＜ecoi＞ 

2 リベリアの秘密結社 

… 

この強力な秘密結社は、政府レベルでも影響力を有している。カナダ移民難民

委員会が参照した資料によると、ポロとサンデの秘密結社は強力で影響力があり、

社会から高い評価を受けている。特に、価値観や技能の伝承における役割が評価さ

れている。これらの秘密結社は、コミュニティ内の紛争を解決し、社会的規範に違

反した者を処罰する権限も有している。村の重要な決定は秘密結社によって下さ

れるとされている。秘密結社に所属することは、コミュニティ内で権力を行使する

ための条件であるとされている（カナダ移民難民委員会、2017 年 2 月 22 日）。

MINUL（カナダ移民難民委員会引用）によると、ポロの首長であるゾーイは、リ

ベリアの伝統的権威を代表する機関である国家首長・長老会議（NCCE）を率いて

いる。NCCE は大きな影響力を持ち、政府は社会に関するあらゆる問題について同

機関の意見を聴取している。その任務は、政府が平和を維持するのを支援すること

である。秘密結社は、内務省および情報・文化・観光省によって監督されている（カ

ナダ移民難民委員会、2017 年 2 月 22 日）。 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2114935/240806_LIB_societes_secretes.pdf
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※ 原文フランス語。訳文は、DeepL 翻訳に修正を加えた仮訳です。 

 

イ 国連リベリア・ミッション（UNMIL）「リベリアにおける伝統的慣習に起因す

る人権問題の評価」（2015 年 12 月）＜ecoi＞ 

4. リベリアにおける伝統的・文化的結社と慣習の概要 

… 

18. 前述のように、これらの文化結社の慣習は秘密裏に行われており、秘密を漏

らした構成員は、殺害を含む厳しい罰を受けるおそれがある。そのため、政府関

係者の中には自身も結社の一員である者もおり、忠誠心からあるいは報復を恐

れて、これらの結社に関わる問題に取り組むことを躊躇している。 

… 

 

6.6.1. 殺人 

93. 儀式による殺人以外にも、伝統的慣習を背景とした他の形態の殺人がある。

HRPS は、当局がこうした殺人事件の捜査や起訴を、伝統実践者が関与している

ために、ためらう傾向があることを確認している。地域社会もまた、同様の理由

でこうした犯罪の捜査に協力を拒む場合がある。HRPS が記録した 2012 年 7 月

にグランド・バッサ〔Grand Bassa〕郡ヤコブ・ラルテ〔Jakob Larteh〕町で起こ

ったある事件では、政府は 40 歳の男性の殺人事件の捜査を、法的権限を持つリ

ベリア国家警察（LNP）ではなく、伝統実践者に任せた。被害者は、加入儀式に

関する文化的秘密を漏らしたとして、25 人から 30 人のポロのメンバーに襲撃さ

れ殺害されたとされている。加害者と推定される者らは、リベリア国家警察が現

場を訪れるのを阻止し、「自分たちの結社に関わる問題を外部の者が調べるのは

文化的タブーだ」と主張した。その後、報告では内務省（MIA）が代表者を派遣

して事件を調査したとあるが、リベリア国家警察は関与していないと報告して

おり、調査結果は公表されなかった。 

… 

6.6.3. 拷問 

… 

100. 2015 年 5 月に報告された別の事件では、ボミ郡クレイ地区タール・タウン

で、ポロのあるゾーイが、金を搾り取ろうとして口論になった 23 歳の男性を拷

問するよう命じたとされる。このゾーイは、ポロのメンバー達に命じて男性を拘

束し、罰として彼の脚に 4 インチ（約 10 センチ）の釘を打ち込ませた。伝えら

れているところでは、この事件は警察に通報されたが、警察は介入できないと言

った、と。その後、地区行政官と郡の行政官は、HRPS との会合を経て、事件を

調査する意向を示した。彼らにはこの件に対する明確な法的権限はないものの、

内務省の職員として、行政法の下で内務省に与えられた「文化的」業務を管轄す

https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1084125/1930_1452853411_568d1ca94.pdf
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るという広範な権限に基づき、事件を調査することは可能である。しかし、本報

告書の発行時点では、何の調査も実施されていなかった。 

… 

※ 前掲 

 

(7) 伝統的秘密結社を批判する者の状況 

ア IRBC「クエリー回答［LBR105687.FE］リベリア：サンデ秘密結社、その活動・

組織・指導者、指導者役を拒否した場合の結果；サンデの権力、その慣行に異

議を唱える者や反対する者への対応；サンデによる脅威にさらされた者に対す

る国家保護（2012 年～2016 年 11 月）」（2017 年 2 月 22 日） 

3. サンデの活動に反対・批判する者に対するサンデの対応 

加入儀式の間、サンデの会員は「森の中で起こったことを一切外部に漏らさな

い」という誓いを立てる（Pulitzer Center 2012 年 3 月 30 日；Thomson Reuters 

Foundation 2014 年 2 月 6 日；UN 2015 年 12 月, 段落 18）。彼女たちは秘密結社の

慣習などを他に明かすことを禁じられており、違反すれば超自然〔霊〕的または肉

体的な制裁を受ける恐れがある（28 Too Many 2014 年 12 月, 20 頁）。その制裁には

死刑までも含まれる場合もある（Pulitzer Center 2012 年 3 月 30 日；UN 2015 年 12

月, 段落 13・18）。会員でない者にも、結社の活動について話したり見学したりす

ることは禁止されており、違反するとさまざまな制裁を受けることになる（同上, 

13 頁）。28 Too Many によれば、その制裁に含まれる可能性があるのは強制的な入

会（28 Too Many 2014 年 12 月, 21 頁；AFP 2012 年 3 月 30 日）で、他の情報源で

は FGM も挙げている（AFP 2012 年 3 月 30 日；Equality Now 2015 年 10 月 2 日）。 

情報源によると、FGM や秘密結社に反対する活動家やジャーナリストは命の危

険にさらされていると、指摘する（Thomson Reuters Foundation 2014 年 2 月 6 日；

28 Too Many 2014 年 12 月, 10 頁）。例えば、女性と子どもの健康に影響を与える伝

統的慣習に関する全国協会（National Association on Traditional Practices Affecting 

the Health of Women and Children, NATPAH）の代表フィリス・キンバ（Phyllis Kimba）

は、2012 年 3 月に国連で FGM を批判する演説を行った（28 Too Many 2014 年 12

月, 10 頁；PRI 2012 年 11 月 19 日）後、自宅を焼き討ちされた（同上）。リベリア

のジャーナリスト、メイ・アザンゴ（Mae Azango）も、2012 年 3 月 8 日付の新聞

『フロントページ・アフリカ（Front Page Africa）』に、サンデの FGM 儀式に関す

る報道を行ったため、サンデの会員から脅迫を受けた（Pulitzer Center 2012 年 3 月

30 日；AFP 2012 年 3 月 30 日；Thomson Reuters Foundation 2014 年 2 月 6 日）。AFP

（Agence France-Press フランス通信社）によれば、彼女は匿名の電話を受け、自宅

や新聞社で探し回られ、娘が切除を目的として連れ去られそうになったという

（AFP 2012 年 3 月 30 日）。複数の情報源によると、彼女は殺害すると脅され（AI 

2012 年 3 月 13 日；PRI 2012 年 11 月 19 日）、身を隠さざるを得なかった、という

（AFP 2012 年 3 月 30 日；Thomson Reuters Foundation 2014 年 2 月 6 日；IFEECH 

https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456957&pls=1
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2015 年 10 月 14 日）。 

国連リベリアミッション（UNMIL）は次のように述べている： 

報告の期間中、人権保護課（HRPS）は、サンデによる 7 件（11 名の被害者）の

成人女性の強制的入会またはその未遂を記録した。そのうちの少なくとも 5 件で

は、サンデのメンバーに対する不正が行われたと受け取られ、FGM が脅迫または

処罰として用いられた。例えば、2012 年 2 月、ニンバ郡タピタ地区ツウェ町では、

5 人の女性が 2 人のゾーイとの口論後、強制入会の脅しを受けた。2013 年 1 月、

グランド・バッサ郡第 5 地区バコニーでは、女性と生後 3 か月の子が誘拐され、

母親の方はサンデの会員を侮辱した報復として FGM を受けさせられた。2013 年 7

月、ニンバ郡ズルイー町の 48 歳の看護師が、産婆は母体の死を防ぐために保健施

設を利用するよう妊婦をはげますべきと述べたことを理由に、強制入会と FGM の

脅迫を受けた。この発言はサンデの文化と伝統への侮辱とみなされた、と伝えられ

た。（UN 2015 年 12 月, 段落 63） 

2010 年 1 月には、リベリア人女性ルース・ベリー・ピール（Ruth Berry Peal）が

入門者数人らと口論したために、村長は彼女に FGM と強制入会を宣告した（28 

Too Many 2014 年 12 月, 21・58 頁；Equality Now 2015 年 10 月 2 日）。彼女が彼女

の意思に反して切除を行った女性たちを訴えたところ、サンデの秘密を明かした

として彼女の夫や子どもがゾーイから脅迫を受けた（同上）。 

… 
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略称 

ACCORD オーストリア出身国・庇護研究ドキュメンテーションセンター 

ACLED 武力紛争位置・事件データプロジェクト 

AI アムネスティ・インターナショナル 

ARC 難民調査センター 

BAMF ドイツ連邦移民難民庁 

CEDOCA ベルギー難民及び無国籍者庁出身国情報部門 

CIA 米国中央情報局 

CNDA フランス庇護権裁判所 

CRS 米国議会調査局 

DFAT オーストラリア外務貿易省 

DIS デンマーク移民庁 

DRC デンマーク・レフュジー・カウンセル 

EASO 欧州難民支援機関 

FIS フィンランド移民庁 

HRW ヒューマン・ライツ・ウォッチ 

ICG インターナショナル・クライシス・グループ 

IDMC 国内避難民監視センター 

IRBC カナダ移民難民局 

IRDC アイルランド難民ドキュメンテーションセンター 

ジェトロ 日本貿易振興機構 

JICA 国際協力機構 

Lifos スウェーデン移民庁出身国情報データベース 

Landinfo ノルウェー政府出身国情報センター 

MRGI マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル 

OECD 経済協力開発機構 

OFPRA フランス難民・無国籍庇護局 

OHCHR 国連人権高等弁務官事務所 

OSAC 米国海外安全保障評議会 

RRTA オーストラリア難民再審査審判所 

RSAA ニュージーランド難民地位不服申立機関 

RSF 国境なき記者団 

SEM スイス連邦移住庁（旧スイス連邦移民局） 

SFH スイス難民評議会 
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UDSC ポーランド外国人庁 

UKIAT イギリス移民難民審判所 

UKUT イギリス上級審判所 

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所 

USCIRF 米国連邦政府国際宗教自由に関する委員会 

UDSC ポーランド外国人庁 
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